
（平成２３年９月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 50 件

国民年金関係 18 件

厚生年金関係 32 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 105 件

国民年金関係 51 件

厚生年金関係 54 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案12013 

   

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年２月から２年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

                            

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年２月から２年12月まで              

    私は、結婚前に国民年金保険料の納付書が届いたので、父の勧めもあり一括で保険

料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成元年２月から２年３月までの期間については、申立人の国民年

金手帳の記号番号は２回払い出されており、最初の手帳記号番号は婚姻(２年 12 月)前

の元年 10月から同年 12月頃までに払い出され、当該払出時点から婚姻するまでの間で

当該期間の国民年金保険料を過年度納付及び現年度納付することが可能であったこと

(２回目の手帳記号番号は、婚姻後の第３号被保険者への種別変更手続をした５年２月

に払い出されている。)、申立人は厚生年金保険の記号番号と国民年金手帳の記号番号

が記載された手帳を所持し、当該手帳には初めて国民年金被保険者資格を取得した日は

元年２月１日と記載されているほか、当時住民登録をしていた住所が記載されており、

当該期間の保険料に係る納付書を婚姻前に受け取っていたものと考えられることなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、平成２年４月から同年 12 月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は、申立期間の保険料を婚姻前に一括で納付したと説明しているが、

一括納付した時期及び保険料額等の記憶が曖昧であること、婚姻後の４年６月９日に過

年度納付書が作成されていることがオンライン記録で確認でき、当該作成時点からみて

当該納付書は２年５月から同年 12 月までの期間の納付書と考えられ、２年４月の保険

料は時効により納付することはできず、申立人は、婚姻後に納付したとは説明していな

いことなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 



                      

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成元年２

月から２年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12014 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年 10 月から 59 年３月までの国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和55年６月から56年３月まで 

② 昭和58年10月から59年３月まで 

③ 昭和60年７月から平成３年１月まで 

    私は、結婚前に国民年金に加入し、自分で国民年金保険料を納付していた。結婚後

は夫が私の保険料を納付してくれており、未納期間は無いはずである。申立期間①

及び②の保険料が未納とされ、申立期間③の期間が国民年金に未加入で保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、当該期間は６か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の

記号番号は、当該期間前の昭和 58 年６月に払い出されていることが国民年金の手帳記

号番号払出簿で確認でき、申立人は、当該払出時点で過年度納付が可能であった当該期

間前の 56年４月分まで遡って国民年金保険料を納付し、当該期間直後の 59年４月から

60 年３月までの期間の保険料は、婚姻後の 61 年３月 13 日に一括納付していることが

オンライン記録で確認できること、申立人の所持する年金手帳には、婚姻による氏名及

び住所の変更年月日が 60年２月 24日と記載され、上記氏名変更に係る届出処理が同年

４月 18 日に行われていることがオンライン記録で確認でき、当該届出時点で当該期間

の保険料は過年度納付することが可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

しかしながら、申立期間①及び③については、申立人及びその夫が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①につ

いては、申立人は、国民年金の加入手続の時期に関する記憶が曖昧であり、上記手帳記

号番号払出時点では、当該期間は時効により保険料を納付することはできない期間であ



                      

  

ること、申立人は、上記手帳記号番号が記載された手帳及び平成３年２月の厚生年金保

険被保険者資格取得時に交付された手帳の合計２冊の年金手帳を所持し、別の手帳を所

持していた記憶は無いと説明しており、当該期間当時に申立人に対して別の手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなど、申立人が当該期間

の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間③については、当該期間の保険料を納付していたとする申立人の夫は、自身

の金融機関預金口座から口座振替により当該期間の保険料を納付していたはずと説明し

ているが、当該期間のうち、昭和 60年７月から 61年３月までの期間は、国民年金の任

意加入適用期間の未加入期間であり、その後の 61 年４月から平成３年１月までの期間

は、本申立書提出後の 22年９月 28日に、未加入期間から第３号被保険者特例納付期間

として遡って記録整備されたことがオンライン記録で確認でき、当該期間当時から当該

記録整備前までは、当該期間は全て未加入期間となっており、制度上、保険料を納付す

ることはできない期間であったこと、夫が当該期間に口座振替により申立人の保険料を

納付していた可能性があるとする金融機関のうち照会可能であった金融機関における、

夫名義の普通預金入出金取引明細照会では、当該期間に申立人の保険料が口座振替によ

り納付されていた記録は無いことなど、申立人の夫が当該期間の保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年

10月から59年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12015                

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 57年８月から同年 10月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和50年８月から53年３月まで 

             ② 昭和57年８月から同年10月まで 

私は、国民年金の加入手続をした後、国民年金保険料の納付書が届き、自身で保険

料の納付をする余裕がなかったため、申立期間①の保険料を父に依頼して納付しても

らった。その後の保険料は自身で納付しており、未納期間は無いはずである。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、申立人は、当該期間を除

き昭和 53 年４月以降の国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付していること、

申立人は、59 年７月９日に付加保険料の納付の申出を行い、その翌月の同年８月 18 日

に当該期間に係る 57 年８月 21 日の資格取得日及び同年 11 月５日の資格喪失日の記録

が追加され、同年８月 20 日に過年度納付書が作成されていることがオンライン記録で

確認でき、付加保険料の納付を申し出た時期に当該期間分の保険料に係る過年度納付書

を受け取っていたと考えられることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の父親が当該期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料の納付に関

与しておらず、保険料の納付を行ったとする父親から当時の納付状況等を聴取すること

ができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、当該期間後の昭和 54 年６月に払い出さ

れ、申立人が所持する年金手帳には、申立人は 20歳になった 50年＊月＊日に強制加入

被保険者の資格を取得したことが記載されており、当該払出時点で、20 歳時まで遡っ

て当該期間の保険料を納付するためには、当時実施されていた第３回特例納付及び過年



                      

  

度納付による以外にないが、申立人は保険料の特例納付を申し出た記憶は無いこと、一

方、当該期間はオンライン記録では未加入期間と記録されており、当該期間は、申立人

が学生時の任意加入適用期間であったため、上記払出時又はその後に遡って未加入期間

とされたものと考えられることなど、申立人の父親が当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年

８月から同年10月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12021 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年３月及び 57 年 10 月から 58 年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和54年３月 

② 昭和57年10月から58年３月まで 

私は、国民年金に任意加入してから第３号被保険者となるまで怠ることなく国民年

金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間は、１か月及び６か月とそれぞれ短期間であり、申立人は申立期間を除き国

民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付している。 

また、申立期間①については、申立人は昭和 54 年３月１日に任意加入していること

がオンライン記録で確認でき、申立人の所持する年金手帳にも同日に任意加入している

旨が記載されており、当該任意加入時点で当該期間の保険料を現年度納付することが可

能であったほか、当該期間直後の３年６か月間の保険料を全て納付しており、当該期間

１か月分の保険料を未納のままにしておいたとは考えにくいこと、申立期間②について

は、当該期間当初の住所変更手続を適切に行っていることが申立人の所持する年金手帳

及び転入者台帳整理カードで確認できるほか、当該期間前の３年６か月間及び当該期間

後の３年間の保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12035                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11年４月から同年６月までの期間、15年 12月及び 16年１月の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成11年４月から同年６月まで 

             ② 平成15年12月及び16年１月 

私は、20 歳になった時、母と一緒に市役所で私の国民年金の加入手続を行い、学

生の間は母が国民年金保険料を納付してくれていた。その後、私は転職をした際に厚

生年金保険から国民年金への切替手続を行い、保険料を納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間はそれぞれ３か月及び２か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き国民

年金保険料を全て納付している。 

また、申立期間①については、当該期間直前の平成 10 年 11 月から 11 年３月までの

保険料は当該期間中の同年４月 30 日に納付されていることがオンライン記録で確認で

き、この納付時点で当該期間の保険料は現年度納付することが可能であったなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、申立人は平成 15年 12月に厚生年金保険から国民年金への切

替手続を行い、口座振替になるまでの期間の保険料は当該期間の保険料を含めて納付書

で納付したと説明しており、当該期間直後の 16 年２月及び同年３月の保険料は同年４

月５日に現年度納付されていることが確認でき、この納付時点では当該期間の保険料は

現年度納付することが可能であったほか、同年４月以降の保険料は口座振替されている

ことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12036                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年２月及び同年３月の付加保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和53年２月及び同年３月 

             ② 昭和63年２月及び同年３月 

             ③ 平成元年３月 

             ④ 平成元年５月及び同年６月 

             ⑤ 平成元年８月から同年11月まで 

             ⑥ 平成２年２月 

             ⑦ 平成３年２月 

             ⑧ 平成３年４月 

             ⑨ 平成３年８月 

             ⑩ 平成３年10月から４年２月まで 

             ⑪ 平成４年４月 

             ⑫ 平成４年７月から同年９月まで 

             ⑬ 平成４年11月から５年２月まで 

私の父は、私が 20 歳の時に国民年金の加入手続をしてくれ、当初は国民年金保険

料及び付加保険料を納付してくれていた。その後、私が転居し一人暮らしを始めた頃

からは、自身で付加保険料を含めて保険料を納付していた。申立期間の付加保険料が

未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が当該期間当初の昭和 53 年２月に付加保険料の納付

の申出を行っていることが申立人の年金手帳及びオンライン記録で確認でき、申立人は

当該期間直後の同年４月から 63 年１月まで付加保険料を含め国民年金保険料を納付し

ているほか、申立人の父親が保険料を納付していたと説明している申立人の母親は当該

期間中の 53年３月に付加保険料の納付の申出を行い、同年同月から 61年３月までの期



                      

  

間の付加保険料を含め保険料を納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②から⑬までについては、申立人が当該期間の付加保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、付加保険料は制度

上、過年度納付することができないものであり、当該期間の定額保険料は過年度納付さ

れていることがオンライン記録で確認できるほか、申立人も保険料の納付が遅れたこと

があったと説明しているなど、申立人が当該期間の付加保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年

２月及び同年３月の付加保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12037           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成４年 11 月から５年５月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年１月及び同年２月 

             ② 平成４年６月から同年８月まで 

             ③ 平成４年11月から５年５月まで 

私は、最初に勤めた厚生年金保険適用事業所を退職した平成２年１月頃、区役所か

区出張所で国民年金の加入手続を行った。以後、会社を退職するたびに区役所か区出

張所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、国民年金保険料は、送られて

きた納付書で区出張所か郵便局で納付していた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、当該期間は７か月と短期間であり、申立人は当該期間後の国

民年金保険料を全て納付しているほか、当該期間直前の平成４年９月及び同年10月の保

険料は６年10月に過年度納付されていることがオンライン記録で確認でき、この納付時

点では当該期間の保険料は過年度納付することが可能であったなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人が当該期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は当該期間の保険料

の納付時期及び納付額に関する記憶が曖昧であり、申立人は会社を退職するたびに厚生

年金保険から国民年金への切替手続を行っていたと説明しているが、申立期間①は、平

成６年９月に国民年金被保険者資格の得喪記録が追加訂正されたことにより保険料の未

納期間として整備されたことがオンライン記録で確認でき、当該期間はこの記録整備が

されるまでは国民年金の未加入期間であるため、保険料を納付することができない期間

であり、この記録整備時点では時効により保険料を納付することができない期間である。

また、申立期間②については、適用漏れにより国民年金の被保険者資格を取得している

ことが確認できることから、会社を退職後すぐには再加入手続が行われなかったものと



                      

  

考えられるほか、申立人は区役所から保険料を納付するよう何度も言われて納付したと

説明しているところ、当該期間直後の４年９月及び同年10月の保険料が６年10月に過年

度納付されていることがオンライン記録で確認でき、当該過年度納付時点では当該期間

は時効により保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成４年11

月から５年５月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12040 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年７月から同年９月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年３月から同年９月まで 

    私は、会社を退職した後しばらくしてから国民年金の加入手続を行い、それまで納

付していなかった国民年金保険料を遡って納付していた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 52 年７月から同年９月までの期間については、当該期間直後

の同年 10 月まで遡って国民年金加入期間の保険料を納付しているほか、その後の国民

年金加入期間の保険料を全て納付していること、申立人の国民年金手帳の記号番号は、

54 年 10 月頃に払い出されており、当該払出時点で当該期間の保険料は過年度納付する

ことが可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 52 年３月から同年６月までの期間については、

上記払出時点で保険料を過年度納付することが可能な２年間を経過しており、当該期間

の保険料を納付するためには当時実施されていた第３回特例納付により納付する以外に

ないが、申立人は特例納付の記憶は無いと説明しているなど、申立人が当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年

７月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12047 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成８年４月から９年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年１月から７年12月まで 

② 平成８年４月から９年３月まで 

③ 平成12年６月 

    私の母は、私が 20 歳になった時から就職する直前の平成９年３月まで、私の国民

年金保険料を納付してくれていた。12 年５月末に勤め先を退職し同年７月１日に就

職する間は、納付書が送られてきたので、自分で１か月分の保険料を納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間直前の平成８年１月から同年３月までの期間の国民

年金保険料が 10年２月 27日に過年度納付されていることがオンライン記録により確認

でき、この納付時点で当該期間は保険料を過年度納付することが可能であった。また、

申立人の基礎年金番号は申立人が厚生年金保険に加入したことにより９年５月 19 日に

付番されているが、同年６月にも国民年金の加入手続が行われており、その際に既に基

礎年金番号が申立人に付番されている疑いが生じ、その確認のための調査を行った後に、

上記基礎年金番号をもって国民年金の加入手続が行われたことがオンライン記録で確認

でき、この手続後には、申立期間に係る過年度納付書が作成されていたと考えられるな

ど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手

続及び当該期間の保険料の納付に関与しておらず、加入手続を行い保険料を納付してい

たとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

である。また、申立人の上記の基礎年金番号付番日では、当該期間の過半は時効により

保険料を納付することはできない期間であり、当該期間直後の保険料が納付された平成



                      

  

10 年２月 27 日時点では当該期間は時効により保険料を納付することはできない期間で

あるほか、当該期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらないなど、母親が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間③については、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続の記憶が

無く、保険料の納付場所及び納付額に関する記憶が曖昧である。また、申立人は、国民

年金に未加入であったため平成 14年２月 20日に未適用者一覧表が作成されたことがオ

ンライン記録で確認でき、当該一覧表作成時点で申立期間は国民年金の未加入期間であ

り、保険料を納付することができない期間であるほか、申立人は当該期間の保険料を遡

って納付した記憶は無いなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成８年４

月から９年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12048 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 49年４月から 50年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年４月から50年３月まで 

私は、アルバイトをしていた会社の人に国民年金への加入を勧められ、自宅近くの

区役所で加入手続を行った。その際に、窓口の担当者から「国民年金保険料は２年間

遡って納付することができる。」と説明され、遡って納付することができる期間の保

険料として２万円から３万円くらいを一括して納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 49年４月から 50年３月までの期間については、申立人の国民

年金手帳の記号番号が払い出された 51 年７月時点で当該期間の国民年金保険料を過年

度納付することが可能であり、申立人は、当該期間直後の 50年４月から 51年３月まで

の保険料を過年度納付していることが、申立期間当時に申立人が居住していた市の国民

年金被保険者名簿で確認できるほか、この手帳記号番号払出時点で過年度納付が可能な

49 年４月から 51 年３月までの保険料額は、申立人が一括して納付したと説明する金額

とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 47年４月から 49年３月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人の上記手帳記号番号払出時点では当該期間は時効により保険料を納

付することができない期間であるほか、当該期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年

４月から50年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12049 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年２月及び同年３月 

    私は、平成５年 10 月頃に国民年金に加入し、同年同月から６年３月までの期間の

国民年金保険料は免除申請をした。同年４月からは、学生ではあったものの、アル

バイトの給与から毎月保険料を金融機関の出張所で納付していた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は２か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き国民年金加入期間の国民

年金保険料を納付しており、平成６年８月から申立期間直前の８年１月までの期間の保

険料を納付期限内に毎月納付していることがオンライン記録で確認できるほか、申立人

が納付したと説明する申立期間の保険料額はその当時の保険料額とおおむね一致してい

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案12051 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年２月及び同年３月 

私は、厚生年金保険に加入していた時に、学生時代に未納だった国民年金保険料の

督促状が何度か届き、母から納付するように説得されたため、母からお金を借りて平

成 10 年２月に郵便局で保険料を納付した。母が所持する当時の手帳の同年２月６日

欄に保険料として３万円を私に渡したことが記載されている。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は２か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の国

民年金保険料を納付しており、申立期間後の厚生年金保険から国民年金への切替手続を

適切に行っている。 

また、申立人は学生時代の未納であった保険料の督促状が何度か届き、母親から納付

するように説得され、母親から借りたお金で平成10年２月に郵便局で納付したと具体的

に説明しているほか、申立人の母親が所持する手帳の平成10年２月６日欄には、「国民

年金」、「Ａ 渡し30,000」（「Ａ」は申立人の名を省略した記載）と母親が保険料と

して申立人に３万円を渡した旨の記載があり、当該記載をもって母親は、申立期間の保

険料として申立人に渡したことを証明するものであると説明しているなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案12052 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年１月から同年３月まで 

私たち夫婦は、区役所の職員に国民年金への加入を勧められ、昭和47年11月頃に

加入手続を行い、夫が夫婦二人分の国民年金保険料を集金人に納付していた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立期間前後の期間の国民年金保険料は納付済み

である。 

また、申立人の夫は夫婦二人の保険料を集金人又は自宅近くの区出張所で納付してい

たと説明しており、その当時に申立人が居住していた区では、申立期間当時には集金人

による戸別訪問により現年度保険料を収納していたことが確認できるほか、納付額は当

時の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年４月から同年６月まで 

    私の夫は、夫婦二人分の国民年金保険料を市役所で納付していた。申立期間につい

て、夫の保険料は納付済みとなっているのに、私の申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、国民年金手帳の記号番号が申立人と連番で払い出

され、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付していたとする夫は、申立期間の自身

の保険料を納付していること、申立人の夫が厚生年金保険適用事業所を退職した後の昭

和 48 年７月から平成４年３月までの間は、申立期間を除き申立人と申立人の夫の納付

済期間及び未納期間は同一であることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12063 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成６年３月及び同年４月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年８月から５年９月まで 

② 平成６年３月及び同年４月 

私の母は、平成５年８月頃に私の国民年金の加入手続をしてくれ、国民年金保険

料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、２か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の記号番号は

平成７年 11 月頃に払い出されており、当該払出時点で当該期間の国民年金保険料は過

年度納付することが可能であるほか、当該期間直前の５年 10 月から６年２月までの期

間及び直後の同年５月から７年３月までの期間の保険料は過年度納付されていることが

オンライン記録で確認できることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、上記の手帳記号番号払出時

点で、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、申立人

の母親は、申立人が現在所持する年金手帳以外の手帳を受領、所持していた記憶は無く、

当該期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないことなど、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成６年３

月及び同年４月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12066 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年 11 月から２年７月までの期間及び２年９月の

国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和63年４月から同年６月まで 

             ② 平成元年１月から２年７月まで 

             ③ 平成２年９月 

 私は、国民年金に加入してから国民年金保険料を納付していなかった時期があった

が、区役所から 20 数万円の未納があることを説明され、納付書が送られてきた。一

括で納付することができなかったため、分割して半年くらいかけて納付したことを

憶
おぼ

えている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②のうち平成元年 11 月から２年７月までの期間及び申立期間③については、

申立人は国民年金保険料を半年ぐらいの間に分割して遡って納付し、納付し終えてすが

すがしい気分になったと具体的に説明しており、申立人の国民年金手帳の記号番号が払

い出された３年 12 月時点では当該期間の保険料を過年度納付することが可能であった

こと、申立期間②直後の期間及び申立期間③直前の期間の２年８月分の保険料は過年度

納付されていること、申立人が区役所で説明されたとする未納期間の保険料額は、上記

手帳記号番号払出時点で過年度納付及び現年度納付することが可能な期間の保険料の合

計額とおおむね一致していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   しかしながら、申立期間①及び申立期間②のうち平成元年１月から同年 10 月までの

期間については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人の上記手帳記号番号払出時点では、当該期間の保険

料は時効により納付することができない期間であるなど、申立人が当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成元年



                      

  

11 月から２年７月までの期間及び２年９月の国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12067 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成７年３月の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成７年３月 

             ② 平成10年９月 

             ③ 平成11年10月から12年１月まで 

私の父は、私が 20 歳の時に国民年金の加入手続をし、22 歳までの国民年金保険料

を納付してくれていた。その後は私自身が厚生年金保険から国民年金への切替手続を

行い、保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、当該期間は１か月と短期間であり、当該期間後の申立人の父

親が国民年金保険料を納付していたとする期間の保険料は納付済みであるほか、申立人

の国民年金手帳の記号番号は平成７年４月頃に払い出されており、当該期間の保険料は

現年度納付することが可能であったなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②及び③については、申立人が当該期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、厚生年金保険被

保険者資格喪失後の国民年金の再加入手続、保険料の納付額及び納付場所等に関する記

憶が曖昧である。また、申立期間②については、申立人は当該期間の再加入手続を行わ

ないまま厚生年金保険被保険者資格を再取得したため、当該期間後の平成11年４月時点

で未加入期間適用勧奨の対象とされていたこと、及び当該期間は12年２月に国民年金加

入期間として記録追加がされていることがオンライン記録で確認でき、当該記録追加時

点までは当該期間は国民年金の未加入期間であり保険料を納付することができなかった。

さらに、申立期間③については、当該期間直後の期間は申請免除期間と記録されている

など、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成７年３



                      

  

月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12068 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年４月及び同年５月 

    私は、厚生年金保険適用事業所を退職した後に納付書が自動的に送付されてきた

ので、国民年金保険料は全て納付していたはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は２か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き国民年金保険料を全て納

付しているほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 61 年３月に払い出されてお

り、申立期間の保険料は現年度納付することが可能である。 

また、申立人が所持する年金手帳の国民年金の被保険者資格得喪欄には、昭和 60 年

＊月＊日（取得）、同年６月１日（喪失）、同年 10 月１日（取得）と記載されており、

申立期間は加入手続時点で国民年金被保険者期間と記録されていたことが確認でき、申

立期間の保険料の納付書は送付されていたものと推認できるほか、申立人は送付されて

きた納付書の保険料は全て納付したと説明しているなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



東京厚生年金 事案20362 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年10月２日から40年８月15日まで 

平成22年12月頃に、年金記録を確認したところ、申立期間に勤務したＡ社につい

て、脱退手当金の支給記録が有ることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金は、申立人が申立期間に勤務したＡ社の厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約１年７か月後の昭和 42年３月 28日に支給決定されたこととなっ

ており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間の後で、脱退手

当金が支給されたとする日の前のＢ社に係る被保険者期間はその計算の基礎とされてお

らず、未請求となっているが、申立期間に勤務したＡ社と当該未請求期間に勤務したＢ

社に係る被保険者記録は同一記号番号で管理されている上、申立人が当該未請求期間に

勤務したＢ社を管轄する社会保険事務所（当時）は、申立期間に係るＡ社を管轄する社

会保険事務所と同一であることから、当該未請求期間が存在することは、事務処理上不

自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



東京厚生年金 事案20363 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年１月５日から同年７月１日まで 

② 昭和36年７月10日から38年６月１日まで 

社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したときに、申立期間に係る脱退手当金

の支給記録が有ることを知った。 

しかし、脱退手当金という制度を知らなかったし、脱退手当金を受給した記憶が無

いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金は、申立人が申立期間②に勤務したＡ社の厚生年金保険被保険

者資格喪失日から約１年２か月後の昭和 39年８月 11日に支給決定されたこととなっており、

同社の事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間をその

計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間より前の最初に厚生年金

保険被保険者となった期間及び申立期間より後の支給日により近い厚生年金保険被保険者と

なった期間については、その計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしなが

ら、申立人が、４回の被保険者期間のうち、最初の被保険者期間及び支給日により近い申立

期間②と同一事業所であるＡ社の被保険者期間の請求を失念するとは考え難い。 

さらに、申立人が、申立期間②に勤務したＡ社と支給日により近い未請求となっている同

社における被保険者期間は、同一記号番号で管理されている上、申立人が当該未請求期間に

勤務した同社を管轄する社会保険事務所は、申立期間②に勤務した同社を管轄する社会保険

事務所と同一であることから、当該未請求期間が存在することは、事務処理上不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る脱退

手当金を受給したとは認められない。 



東京厚生年金 事案20364 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年４月１日から48年10月１日まで 

             ② 昭和48年10月１日から51年９月19日まで 

日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」のご確認について」の

はがきが届き、申立期間に係る脱退手当金の支給記録が有ることを初めて知った。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給したことも無いので、支給記

録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金は、申立人が申立期間②に勤務したＡ社の厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約１年６か月後の昭和 53 年４月７日に支給決定されたこととな

っている上、同社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女性被保険者のうち、

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である51年９月 19日の前後の各２年以内に

資格喪失し、脱退手当金の支給記録が有るのは、申立人のみであることを踏まえると、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間の前にある最初

に勤務した事業所及び次に勤務した事業所を含む２回の厚生年金保険被保険者期間につ

いては、その計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、申立人が、４回の被

保険者期間のうち、最初の被保険者期間を含む２回の被保険者期間の請求を失念すると

は考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



東京厚生年金 事案20368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和 57 年１月６日であると

認められることから、資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 56 年２月から同年 12 月までの標準報酬月額については、26 万円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年２月28日から59年７月31日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に勤務していた従業員の供述から、期間は特定できないものの、申立人が同社に

継続して勤務していたことがうかがえる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が昭和 56年２月 28日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなる処理が行われているが、同名簿に記載されている従業

員21名の資格喪失処理は57年１月６日付けで行われていることが確認できる。 

また、当該従業員のうち６名は、当初の昭和 56 年７月１日の被保険者資格喪失記録

を遡って同年２月 28 日に訂正されたことが確認できる上、遡って被保険者記録を取り

消された従業員が２名確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、同社は申立期間において法人事業所

であり、上記資格喪失処理日において複数の従業員が在籍していたことが確認できるこ

とから、厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしていたものと判断される。 

また、事業所別被保険者名簿の欄外には、昭和 56 年９月におけるＡ社の担当者との

連絡状況及び社会保険料の納付についての記述が確認できることから、同社が社会保険

料を滞納していたことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、厚生年金保険の適

用事業所でなくなった後に、遡って申立人に係る資格喪失処理を行う合理的な理由は無



く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社におけ

る資格喪失日を当該処理日である昭和57年１月６日に訂正することが必要である。 

なお、昭和 56年２月から同年 12月までの標準報酬月額については、申立人のＡ社に

おける同年１月の社会保険事務所の記録から、26万円とすることが妥当である。 

次に、申立期間のうち、昭和 57 年１月６日から 59 年７月 31 日までの期間について、

勤務期間を特定することができない上、事業主は既に死亡しており、従業員から厚生年

金保険料の控除等について供述が得られないことから、厚生年金保険料が控除されてい

たことを確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17

年 12 月５日は 30 万円、18 年３月 31 日、同年７月 10 日及び同年 12 月８日はそれぞ

れ20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成17年12月５日 

② 平成18年３月31日 

③ 平成18年７月10日 

④ 平成18年12月８日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、各申立期間の標準賞与額の記録

が無いことが分かった。同社は社会保険事務所（当時）に事後訂正の届出を行ったが、

申立期間は年金の給付に反映されない記録となっている。賞与支給明細書等を提出す

るので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与支給明細書により、申立人は、申立期間において、Ａ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給明細書において確認できる保険料

控除額及び賞与額から、平成 17年 12月５日は 30万円、18年３月 31日、同年７月 10

日及び同年12月８日はそれぞれ20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申



立人の申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出しておらず、また、当該賞与

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、

当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案20370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を

昭和 46 年 12 月１日、資格喪失日に係る記録を 47 年６月１日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を４万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年12月１日から47年６月１日まで 

Ｃ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

において、同社は厚生年金保険の適用事業所ではないため、親会社であるＡ社で厚生

年金保険に加入していたはずなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社に勤務していた複数の従業員の供述から、申立人は申立期間に同社に正社員とし

て勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社は、当時の社長が死亡しており、資料も無いことから厚生年金保険の取扱

いについては不明と回答しているが、Ｃ社に勤務していた複数の従業員は、同社が厚生

年金保険の適用事業所となる昭和 47 年６月１日以前は、親会社であるＡ社で厚生年金

保険に加入していたと供述しており、オンライン記録によると、複数の従業員が同社に

おいて被保険者資格を有していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＣ社における昭和 47 年６月の

社会保険事務所（当時）の記録及び同僚のＡ社における 46 年 10 月及び 47 年６月の社

会保険事務所の記録から、申立人は同僚より一等級低い標準報酬月額であると判断でき

ることから、４万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明



としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が届出された場合

には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの

機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理で

は考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所に資格の得喪に係る届出は行われ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 46 年 12 月から 47 年５月

までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案20371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を２万 3,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年12月 10 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効によ

り納付できず、申立期間の記録は、年金の給付に反映されないので、給付されるよう

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された「賃金台帳（賞与）」及び「賃金台帳（給与）」から、申立人は、

平成 20 年 12 月 10 日に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、「賃金台帳（賞与）」及び「賃金台帳（給

与）」において確認できる賞与額及び保険料控除額から、２万 3,000円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、また、

当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所は、申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案20375 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 100万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月22日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。賞与支払明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社に係る「賞与支払明細書」により、申立人は、申立期間に

同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、「賞与支払明細書」において確認できる保

険料控除額及び賞与額から、100万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、また、当

該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行

していないと認められる。 

 



東京厚生年金 事案20376 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記

録を59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年10月１日から９年７月31日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額より低くなっている。申立期間の標準報酬月額を正しい記録

に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、

59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成

９年８月１日より後の同年９月 11 日付けで、７年 10 月及び８年 10 月の定時決定の記

録が取り消され、遡って 24 万円に減額訂正されており、他の従業員７人についても、

標準報酬月額が遡って減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は申立期間及び上記訂正処理日におい

て取締役であったことが確認できる。 

しかし、Ａ社の複数の元従業員は、申立人は社会保険の届出事務に関与していなかっ

た旨供述していることから、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与してい

ないと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった後に、申立人の申立期間の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理

的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことか

ら、申立期間に係る標準報酬月額を、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 59 万円

に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案20377 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和35年５月７日から同年６月１日まで 

         ② 昭和36年７月７日から42年１月26日まで 

年金事務所で年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金を受給して

いることを知った。しかし、退職時には会社から脱退手当金について説明は無く、自

分で脱退手当金の請求手続はもちろんのこと、脱退手当金を受給した記憶も無いので、

脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間をその計

算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間①と②の間にある被保

険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、当該未請

求となっている被保険者期間と申立期間②の事業所は、移転に伴い健康保険及び厚生年

金保険の適用事業所ではなくなり、再度同日付けで新規適用がなされたために被保険者

期間として分けられているものであり、申立人は継続して同一事業所に勤務しているこ

とから、申立人がこれを失念するとは考え難い。 

また、前述のとおり、当該未請求期間と申立期間②とは同一事業所である上、同一の

被保険者記号番号で管理されており、管轄社会保険事務所（当時）は異なるものの、申

立期間②の事業所別被保険者名簿には、前管轄社会保険事務所から移転があったことを

示す記載が確認できることを踏まえると、支給されていない期間が存在することは事務

処理上不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 



東京厚生年金 事案20382 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 138万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年７月４日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付で

きず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与支払明細書から、申立人は、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支払明細書において確認できる保

険料控除額から、138万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないと認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

 

 



東京厚生年金 事案20383 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成３年５月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月30日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間に同社に勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及び関連会社であるＢ社の代表者であった者、同僚並びに従業員の供述から判断

すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（平成３年５月１日にＡ社からＢ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成３年３月の社

会保険事務所（当時）の記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについて不明としているが、事業主が資格喪失日を平成３年５月

１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年４月 30 日と誤って記録

することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案20384 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成２年７月１

日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月額を30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年９月26日から同年10月１日まで 

             ② 平成２年６月30日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には、昭和 39年９月 26日から平成２年６月末日まで継続して勤務していたこと

は確かであり、当時の年金転貸融資制度取扱いについての申出書及び給与所得の源泉

徴収票等を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、雇用保険の加入記録によると、申立人は、平成２年６月 30 日

までＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、申立人が提出した平成２年分給与所得の源泉徴収票から、申立人は、同年中に

Ａ社において、６か月分の厚生年金保険料を控除されていたことが確認できる。 

さらに、Ａ社の元総務人事担当者は、当該期間より前の昭和 60 年５月１日付けで同

社の被保険者資格を喪失しているが、当該者は、「同社では、給与は 20日締めの 25日

払、保険料の控除は当月控除であった。」旨供述しているところ、申立人が提出した給

与振込が確認できる預金通帳の写しによると、平成元年５月の給与が当月 25 日に振り

込まれていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成２年５月の社

会保険事務所（当時）の記録から、30万円とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっており、元代表者の所在が特定できないため、当

時の状況について照会できないが、事業主が資格喪失日を平成２年７月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って記録することは考え

難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①については、申立人が提出した年金転貸融資制度取扱いについての申出書、

昭和 39 年分給与所得の源泉徴収票、特別区民税・都民税特別徴収税額の納税者への通

知書及び上記元総務人事担当者の供述から、申立人は、昭和 39年９月 26日からＡ社に

継続して勤務していたことは確認できる。 

しかし、上記元総務人事担当者は上述のとおり、「Ａ社では、給与は 20 日締めの 25

日払、保険料の控除は当月控除であった。」旨供述しているところ、申立人が提出した

昭和 39 年分給与所得の源泉徴収票から、申立人は、同年中に同社において、３か月の

厚生年金保険料を控除されていたことが確認できる。 

なお、上述のとおり、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、元

代表者の所在が特定できないため、申立人の当該期間に係る厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、これを確認

できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20385 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準報酬

月額に係る記録を47万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から４年７月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、給与支払明細書に記載された保険料控除額に見合う標準報酬月額と相違し

ている。給与支払明細書を提出するので、正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書において確認でき

る保険料控除額から、47万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、当

時の状況について不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



東京厚生年金 事案20386 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記

録を38万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年６月16日から14年８月30日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に支給された給与

額（50万円以上）より低いので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額について、

38万円と記録されていたところ、平成 14年５月９日付けで、32万円に遡及減額訂正さ

れている上、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年８月 30 日より後の同

年９月19日付けで、32万円から11万円に遡及減額訂正されたことが確認できる。 

また、Ａ社の元代表者、複数の元役員及び複数の従業員においても、申立人と同様、

標準報酬月額が遡及減額訂正されていることが確認できる。 

さらに、社会保険料の滞納処分票によると、Ａ社は、平成 13 年４月分から社会保険

料の納付を延滞し、同年９月 27 日以後は、保険料を納付できる状況ではなかったと認

められる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間及び上記標準報酬月

額の遡及減額訂正時において、同社の取締役であったことが確認できる。しかし、複数

の元役員は、「申立人は営業担当の取締役であり、社会保険の届出事務に関与していな

かった。」旨供述していることから、申立人は上記標準報酬月額の遡及減額訂正処理に

関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、平成 14年５月９日付け及び同年９月 19日付けで行わ

れた上記標準報酬月額の遡及減額訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険

事務所において当該処理を行う合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額について

有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬



月額は、事業主が社会保険事務所に届け出た38万円に訂正することが必要である。 

なお、オンライン記録によると、申立期間のうち、平成 13 年６月及び同年７月の資

格取得時に係る標準報酬月額については、当初、59 万円と記録されていたところ、同

年８月 29日付けで 38万円に遡及減額訂正されていることが確認できる。しかし、当該

遡及訂正された標準報酬月額は、同年８月 14 日付けで処理された定時決定の標準報酬

月額（38 万円）と同一であることが確認できる。また、同年８月 29 日付けで標準報酬

月額を遡及訂正された者は、申立人と同様、同年６月に被保険者資格を取得した者のみ

である上、当該者の遡及訂正後の標準報酬月額も同年８月 14 日付けで処理された定時

決定の標準報酬月額と同一であることが確認できる。さらに、上述のとおり、社会保険

料の滞納処分票によると、Ａ社は同年４月の保険料から納付を延滞していることが確認

できるが、同年９月 26 日までは遅延しながらも納付していたことが確認できる。この

ことから、同年８月 29 日付けの標準報酬月額の遡及減額訂正については、同年８月 14

日付けで処理された定時決定の標準報酬月額に基づき行われたと考えられることから、

当該遡及減額訂正について、事実に即した処理でないと判断することはできない。 

一方、申立人は、申立期間における自身の給与は 50 万円以上であった旨主張してい

るが、保険料控除を確認できる資料は保有していないとしている。 

なお、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、元代表者から照会

の回答が無いことから、厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20387 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録

を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年10月１日から４年10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に支給されていた給

与額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額よりも低くなっている。申立期間の給与

明細表を提出するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、直前の期間と比較すると５

等級低い38万円となっていることが確認できる。 

一方、Ａ社は、申立人が提出した申立期間に係る給与明細表は同社が発行したものであると

し、当該給与明細表における報酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額は、申立人の主

張する標準報酬月額（53 万円）であることが確認できることから、当該標準報酬月額どおり

の届出を社会保険事務所に行ったと思われるとしている。 

また、Ｂ厚生年金基金（現在は、Ｂ企業年金基金）は、平成３年 11 月に設立されていると

ころ、申立人の同基金における同年11月の標準報酬月額は53万円であることが確認できる。 

さらに、年金事務所に照会したところ、通常、事業所から著しく低いか又は高い標準報酬月

額に係る届出があった場合、当該届出が適正なものかどうか確認するはずであるから、申立人

に係る標準報酬月額の記載については、事業主からは正しい届出を受理したものの、事務処理

に誤りがあった可能性が高いとする旨の回答が得られた。 

これらを総合的に判断すると、事業主が申立人の申立期間における標準報酬月額を 38 万円

として届け出たとは考え難い上、社会保険事務所において、申立人に係る厚生年金保険の記録

管理が適正に行われていなかったものと判断される。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、上記給与明細表において確

認できる報酬月額及び保険料控除額から、53万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案20392 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 36 年９月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年８月８日から同年９月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間にグループ会社間の異動はあったが、同社に継続して勤務していた

ので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社の人事管理会社であるＣ社の担当者の供述から判断する

と、申立人がＢ社のグループ会社に継続して勤務し（Ａ社からＤ社に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間の異動日については、Ｃ社の担当者は、「人事異動の発令日は、通常

１日が最も多く、申立人の場合は９月１日の発令であったと思われる。また、引継ぎ等

の事情で１日発令でも前月８日に異動することはある。そういう場合、通常は翌月の１

日付けで異動前の事業所における被保険者資格を喪失、同日付けで異動後の事業所にお

いて再取得の手続をとること、また、保険料は異動前の事業所で２か月分控除するよう

指示している。」と回答していることから、昭和 36 年９月１日とすることが妥当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 36 年７月の

事業所別被保険者名簿の記録から、２万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保



険料を納付していたと思われる旨回答しているが、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



東京厚生年金 事案20397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立期間のうち、平成 11 年１月

から同年８月まで及び同年 12月から 12年４月までを 11万 8,000円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年11月１日から12年９月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の報酬月額と相違し

ている。申立期間の標準報酬月額は、申立期間前と同じ 59 万円であったと思うので、

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に勤務した申立期間について、申立人は、標準報酬月額の相違を申し立てている。 

Ａ社の当時の事業主から提出された申立人に係る給与支給明細書の控えによると、平

成 10年 11月以降、同社における報酬月額及び厚生年金保険料控除額が大幅に低下して

いる一方で、同社の関連会社であるＢ社（後に、Ｃ社に社名変更）からも給与が支給さ

れていることが確認できる。当時の事業主は、申立期間当時、Ａ社は社会保険料の納付

に苦慮しており、申立人の給与の大半を厚生年金保険の適用事業所となっていないＢ社

から支給することとし、Ａ社における報酬月額を大幅に減額した上で、当該報酬月額の

みを標準報酬月額の算定の基礎としたと回答している。 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、認定すべき額がオンライン記録の標準報酬

月額を上回る場合に記録の訂正を行う必要がある。 



したがって、申立期間のうち、平成 11年１月から同年８月までの期間及び同年 12月

から 12 年４月までの期間の標準報酬月額については、Ａ社の当時の事業主から提出さ

れた上記給与支給明細書において確認できる保険料控除額及び報酬月額から、11 万

8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していないとしていることか

ら、事業主は、上記給与支給明細書において確認できる保険料控除額及び報酬月額に見

合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準

報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 10年 11月、同年 12月及び 12年５月から同年８月まで

の期間については、オンライン記録の標準報酬月額が、認定すべき標準報酬月額（厚生

年金保険料控除額又は報酬月額に見合う額）と同額であることが確認できることから、

特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、平成 11年９月から同年 11月までの期間については、申立人は給与支給明細書

等の資料を所持していないため、厚生年金保険料の控除を確認することができず、同僚

からも当該期間の保険料控除を裏付ける資料は得られなかった。 

さらに、Ａ社の当時の事業主は、同社から当該期間の給与を支払えず、厚生年金保険

料を控除していないと回答している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が当

該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を昭和 46 年

10 月９日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年10月９日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に事業所間の異動はあったが、申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社から提出された退職台帳から判断すると、申立人が同社に継

続して勤務し（昭和 46年 10月９日に同社Ｃ支店から同社Ｂ工場へ異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 46 年

11月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、当

時の書類は保管期間経過のため破棄しており、申立期間に係る届出及び保険料の納付に

ついては不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



東京厚生年金 事案20399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基

礎となる標準賞与額は訂正前の 10 万 2,000 円とされているが、申立人は、申立期間について、

その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標

準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額が、賞与

額に見合ったものとなっていない。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったも

のの、保険料は時効により納付できず、訂正後の申立期間の記録は厚生年金保険の給

付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当

該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳において確認できる保険料控除額及

び賞与額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成23年６月16日に、申立期間に係る

健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を誤ったとして、訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案20401 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 60年１月 31日から同年２月１日までの期間について、申立人

のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年２月１日であると認められ

ることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、８万6,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年11月１日から60年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、一部期間の厚生年金保険の加入記録が無い。また、

申立期間の標準報酬月額は、実際の給与額より低くなっているが、退職まで給料は変

わらなかったはずなので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 60年１月 31日から同年２月１日までの期間について、雇用

保険の加入記録及びＡ社の従業員の証言により、申立人は、同年１月 31 日まで同社

に継続して勤務していたと認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、同社における申立人の被保険者資

格喪失日について、昭和 60 年２月１日と記録されていたものが、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった日（同年１月 31 日）の後の同年４月１日付けで、遡及

して同年１月31日に訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、同社は、当該期間において法人事

業所であり、５名以上の従業員がいることが確認できることから、当該期間において

も厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、昭和 60 年４月１日付けで行われた申立人に係る資

格喪失日の訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所（当時）にお

いて、申立人のＡ社における資格喪失日を遡及して訂正する合理的な理由は無く、当

該処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の同社における資

格喪失日を、雇用保険の離職日の翌日である同年２月１日に訂正することが必要であ

る。 



また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和59年12月

の社会保険事務所の記録から、８万6,000円とすることが妥当である。 

２ 申立期間の標準報酬月額について、Ａ社は既に解散し、当時の事業主は死亡してい

ることから、同社及び事業主から申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

また、上記被保険者名簿により、申立人と同時期に標準報酬月額が下がっているこ

とが確認できるＡ社の同僚及び従業員に照会したところ、回答のあった同僚２名及び

他の従業員４名はいずれも、申立期間の報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認で

きる資料を保有していないことから、これらの者から申立人の主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、上記被保険者名簿では、申立人の標準報酬月額について記載内容の不備や

遡及訂正等、社会保険事務所による不自然な処理が行われた形跡は見当たらない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間

について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20402 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記録を昭和 31 年 12

月25日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年 12月 25日から 32年１月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。異動はあ

ったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社の回答及び同社から提出された社員名簿から判断すると、

申立人は同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。  

また、申立人のＡ社Ｂ支店から同社本社への異動日については、上記社員名簿に「昭

和 31年 12 月 15 日Ｃ部」と記載されていることから、同年 12 月 25 日とし、申立

期間の標準報酬月額については、申立人の同社本社における 32 年１月の社会保険事務

所（当時）の記録から、１万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の被保険者資格取得日に係る届出を社会保険事務所に誤って提出し、申立

期間に係る保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していない

と認められる。 



東京厚生年金 事案20407（事案1842及び12746の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成８年５月 28 日から９年１月１日までの期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年１月１日に訂正し、当該期間の標準報

酬月額を、８年５月から同年９月までは 50万円、同年 10月から同年 12月までは 47万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年５月28日から９年３月25日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第三者

委員会に申し立てたが、記録を訂正できないとの通知を受けた。そのため、今回、新

たにＢ社の平成８年 11 月分の給料明細書、Ｃ社Ｄ支店が作成した６年５月２日から

８年４月 30 日までの普通預金取引明細及びＥ健康保険組合から入手した資料を提出

するので、再度調査して申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人から提出されたＡ社の平成８年分給与支払

報告書の退職日欄に「平成８年７月 15 日退職」の記載があることから、申立人は、同

日まで同社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ社が加入するＥ健康保険組合の記録では、申立人の被保険者資格の

喪失日は平成８年５月 28 日となっており、これは、オンライン記録の資格喪失日と一

致している。 

また、申立人から提出のあった平成８年の確定申告書及び上記給与支払報告書に記載

されている社会保険料の控除額は、申立人のＡ社における５か月分の社会保険料とほぼ

同額である。そして、オンライン記録から、申立期間当時、Ａ社において厚生年金保険

に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したところ、一人の従業員が、同

社における厚生年金保険料の控除は翌月控除方式であったと供述している。 



このことから、上記の社会保険料は、申立人の加入記録がある平成７年 12 月から８

年４月までの分であり、Ａ社は、申立人の給与から申立期間に係る厚生年金保険料を控

除していなかったものと認められるとして、既に当委員会の決定に基づき 21 年３月 18

日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は新たな資料 10 点を提出して、再申立てを行い、Ｃ社Ｄ支店が

作成した申立人が口座名義人の取引明細（平成８年５月から９年３月まで）及びＢ社に

おける平成８年２月分の給与明細書等から、申立期間も厚生年金保険の被保険者であっ

たと主張している。 

しかし、上記取引明細によると、平成８年５月 24 日にＢ社（同年４月１日にＡ社に

社名変更）から、37 万 6,856 円が振り込まれているが、当該振込額では明細が不明で

あることから、厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

なお、前回審議でＡ社における厚生年金保険料の控除は翌月控除方式であることが確

認されていることから、平成８年４月の厚生年金保険料が、同年５月の給与から控除さ

れていたとも考えられる。 

また、上記取引明細によると、平成８年７月８日にＦ氏名義で 100万円が振り込まれ

ており、申立人は、当該額についてＡ社の社長から振り込まれた同年６月分及び同年７

月分の給与等であると主張しているが、当該振込額では明細が不明であることから、厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、上記取引明細で平成８年８月30日から９年１月 31日までの期間

において６回にわたって振り込まれていることについて、Ａ社の社長であるＦ氏及び同

氏の妻で経理担当であるＧ氏が申立人の同社での８年８月から９年１月までの期間の給

与として振り込んだものであると主張している。 

しかし、これらの振込名義人が、Ｈ社、Ｉ社、Ｊ社、Ｋ社となっており、Ａ社ではな

いことから、同社による給与振込みであることを確認できない。 

加えて、上記の主張に関し、Ｆ氏及びＧ氏に照会したが、回答を得ることができなか

った。 

また、申立期間のうち、平成９年２月１日から同年３月 25 日までの期間については、

新たな資料は提出されていない。 

以上のことから、再度、当委員会の決定に基づき平成 22年 11月４日付けで年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の申立てに当たり、申立人は、新たにＡ社の旧社名であるＢ社発行の平成８年

11 月分の給料明細書を提出しているところ、Ａ社の事業主であったＦ氏は、当該給料

明細書は同社で発行したものであると認めており、さらに、申立期間のうち、給料明細

書の無い同年６月から同年 10月まで、同年 12月及び９年１月の分の給料についても、

前回の申立ての際提出された取引明細に記入されている振込額は、同社が振り込んだも

のであると回答している。 

また、申立期間のうち、平成８年５月 28 日から９年１月１日までの期間について、上

記の８年 11 月分の給料明細書によると、厚生年金保険料が控除されていることが確認



でき、当該給料明細書で確認できる振込額（37 万 6,856 円）は、上記の取引明細で確

認できる同年８月から９年１月までの分の各月の給与の振込額と一致している。 

これらの事実、これまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断すると、申

立人は、当該期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたも

のと認められる。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合

う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、給料明細書及び取引明細から確認

又は推認できる保険料控除額から、平成８年５月から同年９月までは 50 万円、同年 10

月から同年12月までは47万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としているが、当該期間に行われるべき事業主による健

康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決定や申立てど

おりの資格喪失届などのいずれの機会においても、社会保険事務所（当時）がこれを記

録しないことは通常の事務処理では考え難いことから、事業主が、平成８年５月 28 日

を厚生年金保険被保険者の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る当該期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成９年１月１日から同年３月 25 日までの期間については、

上記の取引明細で給料の振込みを確認することができない。 

また、申立人は、平成９年２月分及び同年３月分の給料は支給されていないと供述し

ている。 

これらの事実及び新たに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当委員会の当初

の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



厚生年金 事案20410 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

 １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年３月20日から37年４月１日まで 

遺族年金の受給手続をしたときに、申立期間について脱退手当金が支給されている

ことを知り、不審に思ったが、そのままにしていた。平成 22 年秋に、日本年金機構

から脱退手当金に関わる厚生年金保険記録のお知らせ（はがき）が来て、申立期間に

ついて脱退手当金が支給されていることを再認識した。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、よく調

査して、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金が支給決定されたとされる昭和 39 年当時の社会保険事務所（当

時）における脱退手当金の支給に係る事務処理においては、脱退手当金の請求書の添付

書類として提出された厚生年金保険被保険者証について、脱退手当金を支給した旨の

「脱」の表示を行い、請求者に返還することとされていたところ、申立人が現在も所持

している申立期間において発行されたと認められる厚生年金保険被保険者証には、

「脱」の表示が確認できないことから、申立人の意思により申立期間に係る脱退手当金

が請求されたものとは考えられない。 

また、申立人に対する脱退手当金の支給は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約23か月後の昭和39年２月25日に決定されたこととなっており、事業主が

申立人の委任を受けて代理請求したものとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給したとは認められない。 



東京厚生年金 事案20423 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 57 年１月 31 日から同年７月 21 日までの期間について、申立

人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は同年７月 21 日であると認めら

れることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、26万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年１月31日から同年10月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

は、一方的に遡って取り消された期間なので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社の倒産後、同社の従業員の何人かは、同社グループのＢ社及びＣ社

に移った。」と供述しているところ、申立人の雇用保険の加入記録によれば、申立人は、

昭和 51年４月 21日から 57年７月 20日まではＡ社、同年７月 21日から平成４年６月

30日まではＢ社で勤務していたことが確認できる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社における資格喪失日

は昭和 57年１月 31日と記録されているが、当該資格喪失処理は、同社が厚生年金保険

の適用事業所でなくなった日（昭和 57 年７月 31 日）より後の同年９月 17 日付けで行

われており、同日付けで、申立人と同様に資格喪失日を同年１月 31 日として遡って喪

失処理された従業員が７人いることが確認できる。 

また、複数の従業員は、「Ａ社は昭和 57 年当時、経営が悪化し、給料の遅配や社会

保険料の滞納があった。」と回答している。 

さらに、申立人は、社会保険事務を担当していたと供述しているが、複数の同僚は、

申立人は経理事務担当であり、当時の代表取締役及び申立人の上司が社会保険事務を行

っていた旨供述していることから、申立人が当該遡及処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人が昭和 57 年１月 31

日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該



喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社における資

格喪失日は、雇用保険の離職日の翌日である同年７月21日であると認められる。 

なお、昭和 57 年１月から同年６月までの標準報酬月額については、申立人のＡ社に

おける同年１月の随時改定の記録から、26万円とすることが妥当である。 

次に、申立期間のうち、昭和 57年７月 21日から同年 10月 16日までの期間について

は、前述のとおり雇用保険の加入記録から、申立人のＢ社での勤務が認められる。 

しかしながら、オンライン記録によれば、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった

のは昭和 62 年５月１日であり、当該期間は厚生年金保険の適用事業所ではないことが

確認できる。 

また、オンライン記録では、Ｂ社は平成４年９月 29 日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっている上、同社の当時の事業主は所在不明であり、申立人の当該期間に係る

厚生年金保険料の給与からの控除等について確認することができない。 

さらに、申立人は、Ａ社、Ｂ社及びＣ社等グループ各社の経理事務、社会保険事務を

担当していた旨供述しているが、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった後は国

民年金に加入したとし、当該期間に係る給与明細書等は所持しておらず、厚生年金保険

料の控除等について確認することができない。 

加えて、雇用保険の加入記録からＢ社で当該期間において勤務が確認できる従業員に、

当該期間の保険料控除等について照会したところ、４人から回答があり、４人全員が当

時の経理事務担当者が申立人であったとしているほか、いずれも当該期間に係る厚生年

金保険料の給与からの控除について記憶しておらず、また、当時の給与明細書等を保管

していないため、当該期間における厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20424 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立期間のうち、平成 18 年９月

から同年 12 月まで及び 19 年２月から同年８月までを 24 万円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年９月１日から19年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険料控

除額に見合う標準報酬月額より低くなっている。給与明細書を提出するので、記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 18 年９月から同年 12 月まで及び 19 年２月から同年８月まで

の期間については、申立人が保管するＡ社の給与明細書及び同社から提出された賃金台

帳により、申立人は、当該期間にその主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、給与明細書及び賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び報酬月額から、24 万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が給与明

細書等で確認できる厚生年金保険料控除額及び報酬月額に見合う標準報酬月額に係る届

出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 19 年１月については、給与明細書及び賃金台帳

において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（24 万円）は、オン

ライン記録の標準報酬月額（22 万円）よりも高額であるものの、報酬月額に見合う標

準報酬月額（22 万円）は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることから、

特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



東京厚生年金 事案20425  

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（厚生年金保険法上の適用事業所について、オンライン記録によると、

申立対象事業所は平成５年４月１日付けで一旦、適用事業所ではなくなり、同日付けで

別の事業所整理記号番号で再度、新規適用事業所となっていることから、両社を区別す

るため同日より前の事業所名を「Ａ社」、同日以後の事業所名を「Ｂ社」と表記す

る。）における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成５年４月１日であると認め

られることから、申立人の同社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

なお、平成５年２月及び同年３月の標準報酬月額については、30 万円とすることが

妥当である。 

また、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成６年４月８

日であると認められることから、申立人の同社における厚生年金保険被保険者の資格喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、平成６年１月から同年３月までの標準報酬月額については、32 万円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年２月26日から同年４月１日まで 

             ② 平成６年１月31日から同年４月８日まで 

Ａ社及びＢ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社には継続して勤務していたので、両申立期間について、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の記録によると、昭和63年４月１日から平成６年７月

20日までのＡ社及びＢ社における加入記録があることから、申立期間①においてＡ社に

勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社は、平成５年２月28日に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっているが、同日以降の同年３月29日付けで、被保険者資格を同年２月



26日に遡って喪失処理されている者が申立人を含め35人いることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社及びＢ社に係る商業登記簿謄本によると、Ａ社は適用事業所でな

くなった日においても法人格を有しており、申立期間①において厚生年金保険法の適用

事業所としての要件を満たしていたものと認められることから、社会保険事務所（当

時）において適用事業所ではなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は、上記のとおり、平成５年２月28日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっているが、同年４月１日に再度、厚生年金保険の適用

事業所となっていることが確認できるところ、当該事業所の所在地、事業主も同一であ

り、申立人を含む同年２月26日に同社の被保険者資格を喪失した35人のうち申立人を含

む33人が同年４月１日にＢ社で新たに資格を取得していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人について、平成５年

２月26日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は

有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社における資格喪失日は同年４月１

日であると認められる。 

また、平成５年２月及び同年３月の標準報酬月額については、申立人のＡ社における

同年１月のオンライン記録から、30万円とすることが妥当である。 

申立期間②について、雇用保険の記録によると、昭和 63 年４月１日から平成６年７

月 20 日までのＡ社及びＢ社における加入記録があることから、申立期間②においてＢ

社に勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ｂ社は、平成６年１月 31 日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっているが、同日以降の同年４月７日付け及び同年４月８日付けで、

申立人を含む同社の被保険者であった 16人が同年１月 31日に遡って厚生年金保険被保

険者の資格を喪失していることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社及びＢ社に係る商業登記簿謄本によると、Ｂ社は適用事業所でな

くなった日においても法人格を有しており、申立期間②において厚生年金保険法の適用

事業所としての要件を満たしていたものと認められることから、社会保険事務所におい

て適用事業所ではなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、オンライン記録によると、申立人に係るＢ社における厚生年金保険被保険者の

資格喪失日は、当初、平成６年４月７日付けで同年３月 31 日と処理された後、翌日の

同年４月８日付けで同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年１月 31 日に訂

正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人について、平成６年

１月 31 日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録

は有効なものとは認められないことから、申立人のＢ社における資格喪失日は、当該処

理日である同年４月８日であると認められる。 

また、平成６年１月から同年３月までの標準報酬月額については、申立人のＢ社にお

ける５年12月のオンライン記録から、32万円とすることが妥当である。 



東京厚生年金 事案20428 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係るＡ社における資格喪失日は、昭和 57年３月 16日であると認

められることから、申立期間の厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、28万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年10月31日から57年３月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、昭和 57年３月 15日まで、Ａ社に継続して勤

務していたことが確認できる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった昭和 56 年 10 月 31 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している者が

34人おり、そのうち 26人については、当初の資格喪失日（昭和 56年 11月１日～57年

３月１日）が 57 年４月 22 日付けで、56 年 10 月 31 日に遡及訂正されていることが確

認できるところ、申立人を含む残りの８人は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった同年 10月 31日の後の 57年４月 22日付けで、資格喪失日を 56年 10月 31日と

記録されていることが確認できる。 

しかしながら、上記被保険者名簿の更新又は検認年月日欄に、昭和 57年２月 19日の

日付印が押され、申立人の健康保険証を更新した旨の記載がある上、複数の従業員が、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなったとする 56 年 10 月 31 日以降も継続して

勤務していた旨供述していることから、同日において、同社は厚生年金保険法の適用事

業所としての要件を満たしていたと認められ、社会保険事務所（当時）が同日に同社を

適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人が、上記処理日において、同社の

 



取締役であったか否かについては不明であるものの、申立人は、申立期間当時の自身の

業務について、「プログラム開発担当であった。」旨主張しているところ、同社の元従

業員は、「申立人の仕事はプログラム開発である。取締役だったという話は聞いたこと

がない。」旨供述していることから、申立人は当該喪失処理に関与していなかったこと

が認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人について、昭和 56

年 10月 31日に被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失

処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社における資格喪

失日は、雇用保険の離職日の翌日である57年３月16日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 56 年９月の

社会保険事務所の記録から、28万円とすることが妥当である。 

 



東京厚生年金 事案20431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の財団法人Ａ会Ｂ業務所における厚生年金保険の資格取得日は昭和 26 年４月

１日、資格喪失日は 31 年５月１日であると認められることから、申立人の厚生年金保

険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 26 年４月は 4,000 円、同年５

月及び同年６月は 4,500円、同年７月から同年 12月までは 5,000円、27年１月から 28

年１月までは 7,000円、同年２月から 29年９月までは 8,000円、同年 10月から 30年

９月までは１万円、同年10月から31年４月までは9,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年４月１日から31年５月１日まで 

    財団法人Ａ会Ｂ業務所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間中、同事業所に継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたはず

なので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び同僚の供述から判断すると、申立人が、申

立期間において、財団法人Ａ会Ｂ業務所に勤務していたことが認められる。 

また、財団法人Ａ会Ｂ業務所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によ

ると、申立人の旧姓と同姓同名で生年月日の一部が相違し、基礎年金番号に統合されて

いない厚生年金保険被保険者記録（資格取得日：昭和 26 年４月１日、資格喪失日：31

年５月１日）が確認できる。 

さらに、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿において、申立人の旧姓と同姓同名で

生年月日の一部が相違する者の厚生年金保険の年金手帳番号が、昭和 26年４月 30日付

けで事業所名「財団法人Ａ会Ｂ支部」として払い出されていることが確認できる。 

加えて、申立人は、「申立期間当時、私と同姓同名の従業員が財団法人Ａ会Ｂ業務所

管轄のＣ駅の売店で働いていた。」旨供述しているところ、同事業所に係る上記被保険

者名簿において、上記未統合の記録とは別に、申立人と読み仮名が同一で、名前の漢字

が異なる、昭和２年＊月＊日生まれの厚生年金保険被保険者記録を確認することができ



ることから、当該未統合の記録は申立人の記録であると判断することができる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 26 年４月１日に被保険者資

格を取得し、31 年５月１日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行

ったと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿における申立人の旧姓

と同姓同名の記録から、昭和 26 年４月は 4,000 円、同年５月及び同年６月は 4,500 円、

同年７月から同年 12 月までは 5,000 円、27 年１月から 28 年１月までは 7,000 円、同

年２月から 29年９月までは 8,000円、同年 10月から 30年９月までは１万円、同年 10

月から31年４月までは9,000円とすることが妥当である。 

 



東京厚生年金 事案20443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を昭和

25年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年８月31日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。異動はあ

ったが、申立期間も同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る在職証明書、人事記録及び申立人の供述から判断す

ると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるとと

もに、異動日については、同僚の被保険者記録及び申立人の供述から、昭和 25 年９月

１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 25 年

７月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 25 年

９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年８月 31 日と誤って

記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案20444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②のうち、昭和 46 年９月 21 日から同年 10 月１日までの期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年９月 21 日に訂正し、当該期間の標

準報酬月額を10万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和40年８月16日から同年10月１日まで 

② 昭和46年９月15日から同年10月１日まで 

Ｂ社に勤務した期間のうちの申立期間①及びＡ社に勤務した期間のうちの申立期間

②の厚生年金保険の加入記録が無い。勤務していたことは確かなので、各申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、申立人の雇用保険の加入記録によると、事業所名は不明である

が、資格取得日が昭和 46年９月 21日、離職日が 48年 11月 30日とされている記録が

確認できることから、申立人は、46 年９月 21 日からＡ社に勤務していたことが認めら

れる。 

また、当該期間当時、申立人と同様にＡ社に当初から管理職として入社したとする複

数の元従業員は、他の一般従業員と異なり、試用期間は無く、入社日から厚生年金保険

に加入したとしているところ、オンライン記録により、いずれも入社日から厚生年金保

険に加入していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のうち、昭和 46年９月 21日か

ら同年 10 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 46年 10月の

社会保険事務所（当時）の記録から、10万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主の所在

が不明であり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで



ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 

申立期間①について、申立人は、昭和 40年８月 16日からＢ社に勤務していたと申し

立てている。 

しかしながら、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当該期間当

時の事業主は所在が不明であることから、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿から、当該期間に被保険者となっていること

が確認できる複数の元従業員に照会したところ、申立人を記憶しているものの、申立人

が当該期間に勤務していたことを確認することができない上、そのうちの一人は、同社

には試用期間があり、試用期間が経過した後に厚生年金保険に加入したと思うと供述し

ている。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、申立人のＢ社における資格取得日は昭和 40

年10月１日となっており、上記被保険者名簿の資格取得日と一致している。 

加えて、申立人から提出された昭和 40 年分給与所得の源泉徴収票に記載されている

社会保険料の金額には、当該期間前に勤務していた事業所における保険料控除額が含ま

れていると推認され、当該社会保険料の金額からは、当該期間に係る厚生年金保険料が

控除されていたことを確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20445 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格取得日に係る記録を昭和 47

年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 2,000円とすることが必要である。   

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。  

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年７月１日から同年８月２日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。異動はあ

ったが、申立期間も同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ営業所で申立人の上司であった元従業員は、昭和 47 年７月１日に申立人と一

緒に同社Ｃ営業所から同社Ｂ営業所に異動したと供述している。 

また、Ａ社は、申立期間当時、給与計算事務は本社で行っていたが、社会保険事務は

営業所ごとに行っていたため、申立人の営業所間の異動に際し、厚生年金保険被保険者

資格の喪失及び取得に係る手続に誤りが生じたことは考えられるとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 47 年７月１

日に同社Ｃ営業所から同社Ｂ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ営業所における昭和 47

年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としているが、Ａ社Ｂ営業所における厚生年金保

険の被保険者資格取得日が雇用保険の被保険者資格取得日と同一であり、社会保険事務

所及び公共職業安定所の双方が誤って同じ資格取得日を記録したとは考え難いことから、

事業主が昭和 47 年８月２日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、



申立人に係る同年７月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12016                

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年４月から６年２月までの期間及び 12 年６月の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成４年４月から６年２月まで 

             ② 平成12年６月 

 私は、申立期間①については、国民年金保険料を納付する余裕がなく納付していな

かったところ、平成６年春頃、保険料の督促の納付書が届いたため、父親に保険料を

納付してもらった。申立期間②については、保険料の免除申請はしておらず、私の妻

が夫婦二人分の保険料を納付したはずである。申立期間①の保険料が未納とされ、申

立期間②の保険料が免除とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の父親が当該期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料の納付に関与して

おらず、保険料の納付を行ったとする父親から当時の納付状況を聴取することが困難な

ため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、平成６年春頃に、毎年度当初に送付される現年度納付書とは別に１

枚又は２枚の納付書が送付され、経済的余裕がなかったので、当該納付書で父親に保険

料を納付してもらったと説明しており、６年春頃に過年度納付書が届いたとすれば、当

時の過年度納付書の発行事務処理の状況からみて、４年度及び５年度の保険料に係る各

年度分の一括納付書と考えられる。他方、申立期間直後の６年３月分の保険料は過年度

納付されていることがオンライン記録で確認でき、同月分の保険料を含む一括の過年度

納付書を受け取りながら、同月分の保険料のみを納付せず、一時未納月分として残して

おいて、別途その後に納付したとは考えにくい上、当該一括の過年度納付書を使用して

納付したのに同月分の保険料のみ納付済みとされることも考えにくいなど、申立人の父

親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

申立期間②については、申立人の妻が当該期間の保険料を納付していたことを示す関



                      

  

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、夫婦二人分の保険料を納付したとする妻自身

も当該期間は申請免除期間と記録されており、申立人及びその妻の当該免除記録につい

て、いずれも平成 12年６月 19日に免除申請を行い、同年 10月 23日に申請処理が行わ

れていることがそれぞれのオンライン記録で確認でき、これらの免除申請日及び申請処

理について不自然、不合理な点は認められないなど、申立人の妻が当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12017 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年７月の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年７月 

私は、申立期間の国民年金保険料を遡ってコンビニエンスストアで納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、平成７年７月に厚生年金保険適用事業所を退職した時

に、厚生年金保険から国民年金への切替手続はしていないと説明しており、申立期間の

保険料の納付時期及び保険料額に関する記憶も曖昧である。 

また、申立人は、申立期間の保険料をコンビニエンスストアで納付したと説明してい

るが、コンビニエンスストアで保険料を納付することができるようになったのは平成

16 年２月からであり、申立期間当時はコンビニエンスストアで保険料を納付すること

ができなかったこと、19年 11月 12日に申立期間に係る７年７月 25日の被保険者資格

取得及び同年８月１日の同資格喪失の記録が追加されたことがオンライン記録で確認で

き、当該記録追加以前は、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付するこ

とはできない期間であったことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12018 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

                           

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月及び同年５月 

私は、国民年金の手続のために何度か区の出張所に出向いたことがあったが、国民

年金保険料の未納期間があるという指摘を受けたことはない。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）

が無く、申立人は、申立期間前の平成元年１月１日に第３号被保険者資格を取得し、当

該資格取得日に係る届出処理が同年２月 20 日に行われた後、申立期間当初の３年４月

１日の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更及び申立期間後の４年７月１日

の被保険者資格喪失の届出処理が５年７月８日に行われていることがオンライン記録で

確認でき、当該記録整備前までは、申立期間を含む元年１月から４年６月までの期間は

全て第３号被保険者期間とされ、納付書は発行されていなかったと考えられる。 

また、上記被保険者種別変更の届出処理が行われた平成５年７月時点では、申立期間

の保険料は時効により納付することができず、申立人は、当該届出処理時点で過年度納

付が可能であった申立期間直後の３年６月分まで遡って保険料を納付していることが確

認できるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12019 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

                           

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月及び同年５月 

私は、共済組合の任意継続組合員期間が終了したので、区の出張所で国民年金の加

入手続を行った。加入後は納付すべき国民年金保険料は全て納付しており、未納期間

があるという指摘を受けたことはない。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）

が無く、申立人は、共済組合における２年間の任意継続組合員期間が終了した平成５年

５月頃に国民年金に加入し、申立期間の保険料を遡って納付したと説明しているが、申

立人の国民年金手帳の記号番号は、上記共済組合員資格喪失後の５年７月頃に払い出さ

れていることが確認でき、当該払出時点では申立期間の保険料は時効により納付するこ

とはできず、申立人は、当該払出時点で過年度納付が可能であった申立期間直後の３年

６月分まで遡って保険料を納付していることが確認できるなど、申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

なお、申立人が所持する平成５年分の確定申告書に記載されている国民年金の支払保

険料額は、オンライン記録で納付済みとなっている３年６月から５年 11 月までの期間

の保険料合計額と一致し、６年分の同申告書に記載されている当該保険料額は、５年

12 月から６年 11 月までのオンライン記録で納付済みとなっている期間の保険料額と一

致しており、当該確定申告書に記載された国民年金の支払保険料額に申立期間の保険料

が含まれていることをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12020 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年６月から８年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：   

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年６月から８年３月まで 

私の父は、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続をし、申立期間の国民年金

保険料を納付してくれていたはずである。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人の加入手続及び保険料を納付したとする父親から当時の納付状況等を聴

取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は 20 歳になった平成５年＊月頃に父親が国民年金の加入手続をしてく

れたと説明しているが、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、

平成９年１月に厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号として付番されており、当該付

番時点で申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間

であること、申立人は、厚生年金保険の記号番号のみが記載された年金手帳１冊を現在

所持し、父親が加入手続時に年金手帳をもらったかどうかの記憶は無いと説明しており、

申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないことなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12022 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年１月から 49年 12月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年１月から49年12月まで 

私の母は、私が20歳になった頃、私の国民年金の加入手続を行い、私が結婚するま

で国民年金保険料を納付してくれていたはずである。また、結婚後は、夫か義父が夫

婦二人分の保険料を一緒に納付してくれていたと思う。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親、夫及び義父が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納

付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親、夫及び義父から当時の納付状

況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人が居住する区の国民年金被保険者名簿により、申立人の被保険者資格の

取得届は申立期間後の昭和51年10月７日に受け付けられていることが確認でき、当該時

点では申立期間の大部分は時効により保険料を納付することができない期間であるほか、

申立期間当時に申立人に対して上記被保険者名簿に記載されている国民年金手帳の記号

番号と別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないな

ど、申立人の母親、夫及び義父が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12023 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 13年４月から 14年３月までの国民年金保険料については、免除されて

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年４月から14年３月まで 

私は、経済的な理由により、何度か国民年金保険料の免除申請手続を行っており、

平成 13 年度についても免除申請手続を行った。申立期間の保険料が免除とされてい

ないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料が無く、申

立人が居住する市の免除履歴一覧記録には、申立人の平成 13 年度以降の保険料免除履

歴が記録されており、申立人は、同年度から 21 年度まで毎年度保険料免除申請を行い、

14 年度以降の保険料免除申請（いずれも免除対象月は当該年度の７月から翌年度の６

月までの期間）についてはいずれも承認された旨が記録されているが、平成 13 年４月

２日付けの 13 年度の保険料免除申請については承認されず却下された旨が記録されて

いるほか、オンライン記録の免除記録変更履歴欄には同日付けの 13 年度の保険料免除

申請の記録は13年９月28日に取り消された旨が記録されていることが確認できる。 

また、申立人と同一世帯員の申立人の長男は、厚生年金保険被保険者資格を喪失し

国民年金第１号被保険者となった平成 13 年９月から 14 年７月までの期間は保険料全

額免除期間ではなく保険料納付済期間となっており、その後の同年８月から保険料半

額免除期間となっているなど、申立人が申立期間の保険料を免除されていたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12024 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 17年１月から 18年６月までの国民年金保険料については、免除されて

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年１月から18年６月まで 

私は、平成 17 年１月に失業し、同年３月頃に国民年金保険料の免除申請書を社会

保険事務所（当時）に郵送した。申立期間の保険料が免除とされていないことに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料が無く、申

立人は、平成 17 年３月頃に保険料の免除申請を１回だけ行ったと説明しているが、同

年同月に保険料の免除申請をした場合、免除承認対象期間は、制度上、17 年２月から

同年６月までとなり、申立期間のうち 17年１月及び同年７月から 18年６月までの期間

は免除承認対象期間とはならないこと、申立期間に係る未加入期間国年適用勧奨通知が

18 年７月 25 日に作成されていることがオンライン記録で確認でき、当該時点までは申

立期間は未加入期間であったことなど、申立人が申立期間の保険料を免除されていたこ

とをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12025 

                                 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年８月から 59年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年８月から59年６月まで 

    私の母は、昭和 59 年７月頃に私の国民年金の加入手続を行い、20 歳まで遡って国

民年金保険料を納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に

関与しておらず、申立期間の保険料を納付したとする母親は、保険料の納付時期、納付

額、納付回数及び納付期間に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 61 年８月に払い出さ

れており、当該払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期

間であるほか、申立人及びその母親は、当該手帳記号番号が記載された年金手帳以外の

年金手帳を所持した記憶は無いと説明していることから申立期間当時に申立人に対して

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないなど、申

立人の母親が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12026 

                                 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年１月から 53年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年１月から53年３月まで 

    私は、昭和 53 年頃に区役所で国民年金の加入手続を行い、未納の国民年金保険料

の納付について説明を受けて申立期間の保険料を納付したはずであり、その当時に作

成したメモも所持している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金の加入手続当時に区役所職員から国民年金保険料の納付に

ついて説明を受けて作成したとするメモには、「53 年７月末に 51.4～52.3 月分 納」

及び「53 年８月末に 52.4～53.3」の記載があるが、一方で「（納める開始年月日）Ｓ

53.4 月分より」の記載があり、申立人及びその妻の国民年金手帳の記号番号は昭和 53

年８月 11日に払い出されており、当該払出時点では、申立期間のうち 51年６月以前の

期間については、保険料の過年度納付が可能な２年間を経過しており、当該期間の保険

料を納付するためには当時実施されていた第３回特例納付による以外にないが、申立人

は特例納付により保険料を納付した記憶は無いこと、申立人及びその妻は 53 年４月か

ら保険料の納付を開始していることがオンライン記録で確認でき、申立人と同日に手帳

記号番号が払い出されている妻も申立期間は保険料が未納となっていることなど、申立

人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12027 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年１月から 47年３月までの期間、59年６月から 60年２月までの期

間、61 年８月及び 62 年６月の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年１月から47年３月まで  

             ② 昭和59年６月から60年２月まで 

             ③ 昭和61年８月 

             ④ 昭和62年６月 

    私の母は、私が 20 歳になった時に私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付してくれていた。また、私は、昭和 59 年６月に会社を退職した後すぐに国

民年金の加入手続を行い、保険料を納付したと記憶している。さらに、時期は定かで

はないが過去の未納保険料を遡って納付した記憶がある。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の母親が当該期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び

当該期間の保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、当該

期間の保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができな

いため、当時の状況が不明であること、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 49 年

12 月に払い出されており、申立人は、最初に就職した会社を退職した後の同年９月 26

日に被保険者資格を取得していることがオンライン記録で確認でき、申立人の所持する

年金手帳にも初めて被保険者となった日として同日の日付が記載されていることから、

当該期間は未加入期間であり納付書が交付されないため保険料を納付することができな

い期間であること、当該期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の母親が当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

申立期間②、③及び④については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間②については、上記年金手帳

には申立人は昭和 53年３月 15日に被保険者資格を喪失し 60年３月 12日に被保険者資

格を取得している旨が記載されていることから、当該期間は未加入期間であり納付書が

交付されないため保険料を納付することができない期間である。申立期間③については、

当該期間は、63 年 11 月に未加入期間から被保険者期間に記録訂正されていることがオ

ンライン記録で確認でき、当該記録訂正前は未加入期間であり納付書が交付されないた

め保険料を納付することができない期間であったほか、当該記録訂正時点では当該期間

は時効により保険料を納付することができない期間である。申立期間④については、申

立期間③と同様、当該期間直後の 62 年７月から同年９月までの期間を含め、63 年 11

月に未加入期間から被保険者期間に記録訂正されていることがオンライン記録で確認で

き、当該記録訂正前は未加入期間であり納付書が交付されないため保険料を納付するこ

とができなかった期間であるほか、当該期間直後の上記期間の保険料は平成元年 10 月

に過年度納付されていることがオンライン記録で確認でき、当該納付時点では当該期間

は時効により保険料を納付することができない期間である。 

以上のことから、申立人が申立期間②、③及び④の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12028 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 21年 12月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成21年12月 

    私は、預金の残高不足で口座振替することができなかった申立期間の国民年金保険

料を平成 22 年２月から同年４月頃までの間にコンビニエンスストアで納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立期間の保険料については、口座振替ができず、平成 22 年２月 15

日、同年７月９日及び 23年６月 14日の３回にわたって納付書が発行されていることが

オンライン記録で確認でき、申立人は、最初に受け取った納付書によりコンビニエンス

ストアで納付し、その後のものは既に納付していたため放置したと説明しているが、14

年４月からは保険料収納事務が国に一元化され、事務処理の機械化が一層進んでいるこ

とから、記録漏れや記録誤り等を生じる可能性は極めて低くなっており、また、22 年

当時では、コンビニエンスストアで納付した場合、納付書等の店舗読取データとコンビ

ニエンスストア本部読取データの突合等により確実に収納確認が行われた上で、社会保

険業務センター（当時）に電磁データで送信され、納付記録の即時更新が行われること

になっており、収納未処理は考えにくいなど、申立人が申立期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   なお、厚生年金保険被保険者期間と重複するため過誤納とされた平成 23 年６月の保

険料が23年７月11日の決議により申立期間の保険料に充当処理されている。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12029 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47年４月から 48年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年４月から48年３月まで 

私は、昭和 47 年４月に転職した際、転職先で、１年間は厚生年金保険の適用がな

いので国民年金に加入するように勧められ、転職してすぐにＡ区役所で国民年金の加

入手続を行い、同区役所で国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、Ａ区の国民年金手帳記号番号払出簿によれば、

申立期間より後の昭和 59 年９月頃に払い出されていることが推認できる。また、申立

人は、「現在所持する年金手帳以外に別の手帳を所持した記憶は無い。」と述べており、

申立人が所持する年金手帳に記載された国民年金の手帳記号番号は、前述の 59 年９月

頃に払い出された手帳記号番号と一致していることなどから、申立期間当時に申立人に

対し別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。これら

のことから、申立期間は、当該手帳記号番号の払出しの時点において、時効により国民

年金保険料を納付することができない期間である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無い上、申立人は、申立期間に係る保険料の納付金額の記憶が曖昧であ

る。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12030  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 15 年２月から同年５月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年２月から同年５月まで              

私は、平成 16 年 10 月頃に、Ａ市役所で、会社を退職した 15 年２月の時点に遡っ

て厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付

書によりまとめて納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成 16 年 10 月頃に、Ａ市役所で、会社を退職した 15 年２月の時点に

遡って厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、申立期間に係る国民年金保険料

を納付書によりまとめて納付した。」と主張している。しかし、16 年 10 月頃の時点に

おいては、申立人は、Ｂ区へ転居しており、Ａ市役所において当該切替手続を行うこと

はできず、保険料もＡ市役所で納付することはできない。 

また、申立期間は、オンライン記録によれば、国民年金に加入していない期間であっ

たことが推認でき、当該加入していない期間は、制度上、保険料を納付することはでき

ない期間である。さらに、申立期間は、保険料の収納事務が国に一元化された平成 14

年４月以降の期間であり、事務処理の電算化等が一層促進されたことなどに伴い、当時

の記録管理の信頼性は高いと考えられることから、申立期間に係る納付記録が漏れたり

誤ったりすることは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12031   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60年 12月から 62年 12月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年12月から62年12月まで 

    私の母は、納付時期は不明だが、私の未納であった申立期間に係る約２年分の国民

年金保険料を遡って１回で納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によれば、昭和 63 年５月頃に

払い出されていることが推認できる。また、申立人は、「現在所持している年金手帳以

外の手帳の記憶は無い。」と述べており、当該手帳記号番号の払出しの前に別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。これらのことから、

申立期間のうち、60 年 12 月から 61 年３月までの期間は、当該手帳記号番号の払出し

の時点において、時効により国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立期間のうち、昭和 61 年４月から 62 年 12 月までの期間については、前述

の手帳記号番号の払出しの時点においては、過年度納付することが可能である。しかし、

申立期間直後の 63 年１月から同年３月までの期間の保険料は、オンライン記録によれ

ば、時効期限直前の平成２年３月に過年度納付されていることが確認できることから、

61 年４月から 62 年 12 月までの期間は、当該過年度納付の時点においては、時効によ

り保険料を納付することができない期間である。その上、申立期間に係る保険料を納付

したとする申立人の母親は、「保険料を遡って納付したのは１回だけである。」と述べ

ていることから、申立期間の保険料が過年度納付されたとは考え難い。 

加えて、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料の納付に関与しておらず、申立人の保険料

を納付したとする母親は、申立期間の保険料の納付時期、納付金額の記憶が曖昧である。 

このほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺



                      

  

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12032    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52年７月から 61年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年７月から61年３月まで 

私の母は、私が20歳になった昭和52年頃にＡ市役所で私の国民年金の加入手続を

行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間が国民

年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の母は、私が 20歳になった昭和 52年頃にＡ市役所で私の国民年金の

加入手続を行ったはずである。」と主張している。しかし、申立人の国民年金手帳の記

号番号は、オンライン記録によれば、申立人が 29 歳の昭和 61 年 10 月頃に払い出され

ていることが推認でき、その記号からＢ区において払い出されていることが推認できる。

また、申立人は、「当該手帳記号番号が記載された年金手帳以外の手帳を所持したこと

はない。」と述べており、当該手帳記号番号の払出しの時点より前に別の手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立期間は、オンライン記録によれば、国民年金に加入していない期間とし

て管理されている上、前述の国民年金手帳によれば、同手帳の「初めて被保険者となっ

た日」として「昭和 61 年４月１日」と記載されていることが確認できることから、申

立期間は、国民年金に加入していない期間であり、制度上、国民年金保険料を納付する

ことができない期間である。なお、申立人は、申立期間のうち、20 歳の昭和 52 年＊月

から 55 年３月までの期間は大学生であったとしており、申立期間当時、学生は任意加

入の適用者であったことに加え、55 年４月から 61 年３月までの期間は事業所に勤務し

厚生年金保険に加入していたと主張し厚生年金保険についての年金記録に係る確認申立

てを行った経緯もある上、60 年６月から 61 年３月までの期間は婚姻期間で任意加入の

適用者であったことなどにより、申立期間直後の 61 年４月に第３号被保険者となるま

での期間である申立期間については、国民年金に加入していない期間となったものと考



                      

  

えられる。 

加えて、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い上、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付をしていたとする申立人の母

親から、当時の事情を聴取することができないため、申立期間に係る国民年金の加入状

況及び保険料の納付状況を確認することができない。 

このほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12033          

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年６月から 51年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年６月から51年３月まで 

    私の母は、私が 20歳になった昭和 47年＊月にＡ市役所で私の国民年金の加入手続

を行い、私が結婚した 50年 10月までの国民年金保険料を納付してくれていたと思う。

また、結婚後は、私の妻が、夫婦二人分の保険料を納付してくれていたと思う。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の母は、私が 20歳になった昭和 47年＊月にＡ市役所で私の国民年金

の加入手続を行ってくれた。」と主張しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、

Ｂ市の国民年金手帳記号番号払出簿によれば、婚姻後の 51 年５月にＢ市において夫婦

連番で払い出されていることが確認できる。また、申立人は、当該手帳記号番号が記載

された年金手帳以外の手帳を所持した記憶は無いなど、申立期間当時に、申立人に対し

て別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。これ

らのことから、申立期間のうち、47 年６月から 49 年３月までの期間は、当該手帳記号

番号の払出しの時点において、時効により国民年金保険料を納付することができない期

間である。 

さらに、申立期間のうち、昭和 49年４月から 51年３月までの期間は、当該手帳記号

番号の払出しの時点においては、過年度納付することができるものの、婚姻後の夫婦二

人分の保険料を納付していたとする申立人の妻は、「夫の当該期間に係る保険料を遡っ

て納付した記憶は無い。」と述べており、また、オンライン記録によれば、当該期間に

係る申立人の妻の保険料も未納であることが確認できる。 

加えて、申立人の母親及び妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に

関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納付してくれていたとする



                      

  

申立人の母親から当時の事情を聴取することができないため、申立人の国民年金の加入

手続及び保険料の納付状況を確認することができない。 

このほか、申立人の母親及び妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12034      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年２月から５年１月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年２月から５年１月まで 

私の妻は、平成５年１月か２月頃に夫婦で国民年金に加入し、それまで未納であっ

た夫婦二人分の申立期間の国民年金保険料 50 万円を一括で納付した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の妻は、平成５年１月か２月頃に夫婦で国民年金に加入した。｣と主

張している。しかし、申立人及びその妻が所持する国民年金手帳の記号番号は、オンラ

イン記録によれば、７年１月頃にそれぞれ払い出されていることが推認できる。また、

申立人は、「当該手帳以外に年金手帳を所持した記憶は無い。」と述べていることなど

から、当該手帳記号番号の払出し時点より前に別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情は見当たらない。これらのことから、申立期間のうち、３年２月から

４年 11 月までの期間は、当該手帳記号番号の払出しの時点において、時効により国民

年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、「私の妻は、平成５年１月か２月頃に、それまで未納であった夫婦

二人分の申立期間の保険料 50万円を一括で納付した。｣と主張しているが、オンライン

記録によれば、申立期間については、申立人の妻の保険料も未納となっていることが確

認できる。その上、申立人は、前述の国民年金手帳の記号番号が払い出された７年１月

頃以降において、申立期間直後の５年２月から６年 12 月までの期間の保険料を夫婦共

に遡って納付していることがオンライン記録から推認でき、当該期間に係る保険料額は、

申立人が主張する納付金額とおおむね合致する。 

さらに、申立人は、「Ａ区の医療費助成制度の適用条件に両親の国民年金保険料納付

があったため、国民年金に加入した。」と述べているが、Ａ区の担当職員は、「当該助

成制度は平成６年１月から開始され申立人が国民年金に加入したと主張する５年２月当



                      

  

時は、同制度を開始していない上、国民年金への加入が同制度の適用条件ではなかっ

た。」と述べている。 

加えて、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無い上、申立人の国民年金の加入時期及び保険料の納付状況に関する

記憶は曖昧である。 

このほか、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12038 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62年９月から 63年２月までの期間、平成２年４月から３年２月までの

期間、平成３年６月及び同年７月の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和62年９月から63年２月まで 

             ② 平成２年４月から３年２月まで 

             ③ 平成３年６月及び同年７月 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付して

くれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人の母親は、申立期間①の保険料額に関する記憶が曖昧であり、申立期間

②及び③の国民年金の再加入手続及び保険料の納付を行っていないと説明している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立人の平成３

年８月以前の国民年金被保険者資格の取得及び喪失は、全て 14年８月 12日に記録が追

加されていることがオンライン記録で確認できるほか、母親は申立人の年金手帳を所持

していた記憶は無く、申立期間当時に申立人に手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12039                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年８月から 54年５月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：   

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年８月から54年５月まで              

私の妻は、私の国民年金の加入手続を行い、婚姻直後の昭和 48 年８月から私が就

職する 54 年５月までの私の国民年金保険料を納付したはずである。申立期間が国民

年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする妻は、昭和 47

年７月の婚姻後１年から２年以内に申立人の国民年金の加入手続を行ったと説明してい

るが、申立期間の保険料の納付場所及び納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 60 年２月頃に払い出されていること

がオンライン記録で推認でき、申立人の所持する年金手帳には、国民年金の被保険者資

格を申立期間直前の 48年７月７日に喪失し、申立期間後の 59年４月１日に再取得して

いることが記載されており、申立期間は国民年金の未加入期間であり保険料を納付する

ことができない期間であるほか、申立人及びその妻は申立期間当時に年金手帳を所持し

ていた記憶が曖昧であり、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12041 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63年６月から同年 12月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年６月から同年12月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付して

くれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間の国民年金の加入手続及び保険料の納付

に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする

母親は加入手続の時期の記憶が曖昧である。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成３年２月に申立人の兄と連番で払い出

されており、申立人は、申立期間直後の元年１月から２年３月までの期間の保険料を３

年４月に過年度納付、２年４月から３年３月までの期間の保険料を３年２月に現年度納

付していることがオンライン記録で確認でき、当該過年度納付及び現年度納付時点で申

立期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、申立人の兄も申

立期間の保険料は未納であること、申立人は、現在所持する年金手帳以外の年金手帳を

受領、所持していた記憶は無いと説明しており、申立期間当時に申立人に別の手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の母親が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12042 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和45年11月から51年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

                                             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年11月から51年９月まで 

    私は、父に勧められ、20 歳になった昭和 45 年＊月頃に区役所で国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料は父が負担をしてくれて私が郵便局又は区役所で納付して

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は保険料の納付頻度及び保険料額等の記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和53年５月頃に払い出さ

れており、申立人は申立期間直後の51年10月分まで遡って保険料を過年度納付している

ことがオンライン記録で確認できるが、当該払出時点で申立期間のうち51年３月以前の

期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、申立期間当時に申

立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことな

ど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12043 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年９月から 60年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年９月から60年３月まで 

私は、結婚後に国民年金に加入し、国民年金保険料を毎月納付していた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の時期及び保険料額等の記憶が曖

昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 61 年５月頃に払い出されており、当

該払出時点で申立期間の過半は時効により保険料を納付することができない期間である

こと、申立人は、国民年金に加入した際に受け取ったとする現在所持する年金手帳以外

のほかの年金手帳を受領、所持した記憶は無いと説明しており、申立期間当時に申立人

に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12044 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年 10月から 10年６月までの期間及び 20年６月から 22年３月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成９年10月から10年６月まで 

             ② 平成20年６月から22年３月まで 

私は、申立期間①の国民年金保険料については、平成11年11月に入院治療のため

健康保険被保険者証を入手する際、区職員に保険料を納付するように言われたので納

付した。また、申立期間②の保険料については、領収証書を所持している。申立期間

①の保険料が未納とされ、申立期間②の保険料が免除とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人は、平成 11年 11月に健康保険被

保険者証を入手するために当該期間の保険料を納付したと説明していることから、その

当時に国民年金保険料ではなく、国民健康保険料について所要額を納付したものと考え

られること、また、申立期間②については、申立人が所持する領収証書は、申立人が居

住する区の平成 20年度及び 21年度の国民健康保険料の領収証書であること、当該期間

の追納申出の記録はオンライン記録で確認できないことなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12045                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年１月から同年９月までの期間及び 46年９月の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年１月から同年９月まで 

             ② 昭和46年９月 

私は、20 歳になったので国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

きた。また、昭和 46 年９月に会社を退職した際には国民年金の再加入手続を行い、

保険料を納付した。申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続、保険料額及び納付場所等に関する

記憶が曖昧である。 

また、申立期間①については、申立人は、20 歳になった頃に国民年金の加入手続を

行ったと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 45

年３月頃に払い出されていること、申立人が当時居住していた市の国民年金検認記録で

は、43 年 10 月から 45 年３月までの期間の保険料は過年度納付を示す表示が付されて

いることから、45 年５月以降に納付されたものと考えられるが、この納付時期では少

なくとも 43 年１月から同年３月までの期間は時効により保険料を納付することができ

ない期間であることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、当該期間直後の昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの期間の

保険料は 48年 12月に一括して過年度納付されており、当該納付時点で当該期間は時効

により保険料を納付することができない期間であること、当該過年度納付の状況からみ

て、国民年金の再加入手続をして当該期間１か月分の保険料のみを納付し、２年後に一

括納付したと考えるよりは、むしろ、一括納付時点で当該期間は時効期間が経過してい



                      

  

たと考えるのが自然であることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12046（事案10313の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 12 月から 50 年９月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年12月から50年９月まで 

私が大学受験で体調を崩したとき、両親が心配して国民年金に加入して国民年金保

険料を納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付をして

いたとする両親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不

明であり、また、申立人は、昭和 45 年頃に両親が国民年金の加入手続をしてくれたと

説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は 52年 11月に払い出されており、

申立人は、当該払出時点で過年度納付が可能な 50 年 10 月から 52 年３月までの期間の

保険料を納付しているものの、当該払出時点では申立期間は時効により保険料を納付す

ることができない期間であること、申立人は現在所持する国民年金手帳以外に年金手帳

を所持したことはないとしており、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらないことを理由として、既に当委員会の

決定に基づき平成 23年３月 16日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

今回の申立てにおいて、申立人は、母親が必ず国民年金の加入手続をして、保険料を

納付していたはずであるとしているが、委員会の当初の決定を変更するに足りる新たな

資料の提出や具体的な説明は無く、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情は見当たらないことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12050 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年８月から 61年３月までの期間、平成元年２月から３年３月までの

期間、４年７月から同年 12月までの期間及び 10年２月から同年８月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和59年８月から61年３月まで 

② 平成元年２月から３年３月まで 

③ 平成４年７月から同年12月まで 

④ 平成10年２月から同年８月まで 

    私は、20 歳になった昭和 59 年＊月から国民年金に加入して、その都度国民年金保

険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関する記憶が

曖昧である。 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 61 年８月に払い出

されており、国民年金被保険者資格の取得日は同年４月１日であることが申立人の所持

する国民年金手帳及び申立人が 63 年６月から居住していた市の国民年金被保険者名簿

で確認できることから、申立期間当時は国民年金の未加入期間であり保険料を納付する

ことができない期間であるほか、申立人には上記手帳記号番号とは別の手帳記号番号で

平成 10年９月 28日に基礎年金番号が付番されているが、この付番時点では、当該期間

の保険料は時効により納付することができない期間である。 

申立期間②については、当該期間を含む昭和 61 年４月から平成３年３月までの期間

は第３号被保険者として取り扱われていたことが、上記国民年金手帳及びオンライン記

録から確認できることから、申立人に当該期間の納付書は作成されなかったと考えられ

るほか、当該期間は平成 22 年４月９日に被保険者種別が、第３号被保険者から第１号

被保険者に記録訂正されたことがオンライン記録から確認でき、この記録整備時点では



                      

  

当該期間は時効により保険料を納付することはできない。 

申立期間③については、申立人は厚生年金保険から国民年金への切替手続に関する記

憶が無く、申立人の所持している２冊の国民年金手帳には、申立人が当該期間当時に居

住していたとする住所の記載が無いことから、申立人は、当該期間当時に厚生年金保険

から国民年金への切替手続を行っていなかったと考えられる。 

申立期間④については、当該期間は手帳記号番号が基礎年金番号に統合される平成

10 年 10 月 19 日まで第３号被保険者として取り扱われていたことがオンライン記録で

確認でき、この手帳記号番号では当該期間の納付書は作成されなかったと考えられるほ

か、申立人は基礎年金番号が付番された同年９月28日直後の同年 10月９日に免除申請

を行っており、当該期間直後は申請免除期間で、当該期間の一部を含む過年度納付書が

12 年６月７日に作成されたことがオンライン記録で確認できるが、申立人はこの過年

度納付書に関する記憶が曖昧である 

また、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案12053 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 14 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成14年４月から同年６月まで 

    私の母は、私が 20 歳になった時に私の国民年金の加入手続を行い、私が大学卒業

後、国民年金保険料の納付方法を平成 21 年に口座振替に変更するまでの間、私の保

険料を納付してくれていた。半額免除となっている期間についても、半額の保険料

を納付してくれていた。申立期間の保険料が半額未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付し

ていたとする母親は、申立期間の保険料の納付場所及び納付額に関する記憶が曖昧であ

る。 

また、申立人は、平成 14 年５月 31 日に同年４月から 15 年６月までの保険料の半額

免除申請をしており、申立期間直後の 14年７月以降の半額の保険料は 16年８月以降順

次、過年度納付していることがオンライン記録で確認でき、この納付時点では、申立期

間は時効により保険料を納付することができない期間であるなど、母親が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

なお、本件は国民年金保険料収納事務が国に一元化され、事務処理の電子化等が一層

促進された平成 14 年４月以降の期間の申立てであり、保険料の記録漏れが発生する可

能性は低いほか、委員会において申立人の居住地を管轄する税務署に対し、申立人の申

立期間当時の確定申告書の確認を依頼した結果、15 年及び 16 年の確定申告は行われて

おらず、14 年以前の期間は保存年限を経過しているために確認できないと回答してお

り、申立人の保険料を納付していたとする母親は、夫の確定申告書には申立人の社会保

険料額は記載していなかったと説明しているなど、申立期間の保険料の納付状況を確認



                      

  

することができない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12054 

 

第１ 委員会の結論  

 申立人の昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年10月から47年３月まで  

    私は、20 歳になった昭和 46 年＊月に、区役所で国民年金の加入手続を行った。私

の国民年金保険料は、短大を卒業するまでは母が納付してくれていたと思う。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、20歳になった昭和46年＊月に国民年金の加入手

続を行い、短大を卒業するまでは母親が保険料を納付してくれていたと説明しているが、

申立人は保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時の

納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和49年11月に払い出されており、当該払

出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間で、申立期間当

時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ないほか、申立人と同様に20歳になった時から短大を卒業するまでは母親が保険料を納

付していたとする申立人の妹は、20歳となった同年＊月から50年４月に厚生年金保険に

加入するまでの期間が国民年金の未加入期間であるなど、申立人の母親が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12055 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年 12 月から 53 年６月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年12月から53年６月まで 

    私の母は、私と弟の国民年金の加入手続を一緒に行い、二人の国民年金保険料を

20 歳まで遡って納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人及びその弟の国民年金の加入手続を行い、遡って保険料を納付していた

とする母親は、加入手続及び保険料の納付時期、納付場所、納付額に関する記憶が曖昧

である。 

また、申立人と連番で国民年金手帳の記号番号が払い出されている弟も申立人と同様

に 20歳から昭和 53年６月までの期間の保険料が未納であるほか、申立人の手帳記号番

号は 55 年７月に払い出されており、当該払出時点では申立期間の大半は時効により保

険料を納付することができない期間であり、申立人及びその母親は、申立期間当時に年

金手帳を所持していた記憶が無く、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、母親が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12056 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年４月から 57年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和52年４月から57年６月まで 

私は、昭和 52 年４月に姉と一緒に国民年金の加入手続を行い、送付されてきた納

付書により、郵便局で３か月ごとに約１万 5,000円の国民年金保険料を納付していた

ことを記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料として約１万 5,000円を３か月ごと

に郵便局で納付していたと説明しているが、その額は申立期間当時の保険料額とは大き

く相違する一方、申立期間後の納付記録のある昭和 57 年度の３か月分の保険料額とお

おむね一致している。 

また、申立人と連番で国民年金手帳の記号番号が払い出されている申立人の姉は、申

立期間の自身の保険料が未納であり、申立人の手帳記号番号は昭和 57 年８月６日に払

い出されており、当該払出時点では申立期間のうち過半の期間は時効により保険料を納

付することができない期間であるほか、申立人は保険料を遡ってまとめて納付した記憶

は無いと説明しており、申立期間当時に年金手帳を所持していた記憶は無く、申立期間

当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58年４月から同年８月までの期間、59年 12月から 61年３月までの期

間、平成２年 12月、11年５月から同年 11月までの期間、13年４月、同年５月及び 14

年５月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和58年４月から同年８月まで 

             ② 昭和59年12月から61年３月まで 

             ③ 平成２年12月 

             ④ 平成11年５月から同年11月まで 

             ⑤ 平成13年４月及び同年５月 

             ⑥ 平成14年５月から同年12月まで 

私は、会社を退職した都度、厚生年金保険から国民年金への切替手続及び種別変更

手続を行い、国民年金保険料を納付した。申立期間が国民年金の未加入期間と保険料

の未納期間にされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、平成４年８月１日に当該期間に係る被保険者資格の取得及び

喪失記録の追加が行われていることがオンライン記録で確認でき、申立期間当時は未加

入期間であったことから、制度上、国民年金保険料を納付することができず、当該記録

追加時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

申立期間②については、オンライン記録から、申立人は昭和59年12月18日に任意加入

被保険者の資格を喪失していることが確認でき、任意加入被保険者資格の得喪の手続は

基本的に申出者の意思によるものであること、申立人は、61年７月21日に第３号被保険

者の届出を行い、第３号被保険者制度が開始された同年４月から同資格を取得している

ことが確認できることから当該期間は未加入期間であり、当該期間は、制度上、保険料

を納付することができない期間である。 

申立期間③については、平成９年５月23日に当該期間に係る被保険者資格の取得及び



                      

  

喪失記録の追加が行われていることがオンライン記録で確認でき、申立期間当時は未加

入期間であったことから、制度上、保険料を納付することができず、当該記録追加時点

では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

申立期間④、⑤及び⑥については、申立人がこれらの期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人から当時の保険料の納付方

法、納付場所、納付額等の納付状況に関する説明についての協力が得られないため、当

時の状況が不明であること、これらの期間のうち、申立期間⑤及び⑥については、平成

15 年５月 28 日に当該期間に係る被保険者資格の取得及び喪失記録の追加が行われてい

ることがオンライン記録で確認でき、当該期間当時は未加入期間であったことなど、申

立人がこれら期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12059 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から平成２年４月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年４月から平成２年４月まで 

 私の父は、私の申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと思う。申立期間

が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする父親から当時の納付

状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の平成４年２月から同年４月頃

までに払い出されており、申立人が所持する年金手帳にも初めて被保険者になった日は

厚生年金保険適用事業所を退職した４年２月 21 日と記載されており、申立期間は国民

年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間であること、

申立人は現在所持している年金手帳以外の手帳を所持していた記憶は無く、父親が別の

手帳を管理していたかどうかは分からないと説明しており、申立期間当時に申立人に別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないことなど、

申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12060 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月及び同年５月 

    私の母は、私の国民年金保険料をまとめて納付した際に、申立期間の保険料も納付

している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金保険料を納付していたとする母親は、申

立期間の保険料の納付時期に関する記憶が曖昧である。 

また、オンライン記録では、平成４年度の保険料は５年３月 22 日に納付されている

ことが確認できるが、申立期間直後の３年６月から４年３月までの期間の保険料は５年

７月 26 日に納付されており、当該納付時点では、申立期間は時効により保険料を納付

できない期間である。 

さらに、申立人と同様に母親が保険料を納付していたとする申立人の弟の平成４年度

及び申立期間直後の３年６月から４年３月までの期間の保険料は、いずれも申立人の納

付日と同日に納付されていることが確認でき、申立期間は申立人と同様に未納であるこ

となど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12061 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59年１月から 61年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年１月から61年３月まで 

    私は、母から私が 20歳になった昭和 59年＊月頃に私の国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと聞いている。申立期間が国民年金

に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、加入手続を行い保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取

することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 62 年２月又は同年３

月頃に払い出されており、申立期間は学生の任意加入適用期間であるため、遡って保険

料を納付することができない期間であるほか、申立期間当時に申立人に対して別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の母

親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12062 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年２月から 16 年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年２月から16年１月まで 

私は、結婚後数年たった頃に区役所から国民年金保険料の督促状が届き、納付しな

ければ財産を差し押さえると言われたので、保険料を区役所窓口で一括納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、結婚（平成 10 年８月）後数年経過した頃に申立期間

の保険料を一括納付したと説明しているが、その当時に申立期間（108 か月）の保険料

を遡って一括で納付できる特別の制度は存在しない。 

また、オンライン記録の納付督励事蹟
じせき

によると、平成 18 年３月３日に最終催告状が

発行され、直後の同年３月６日に申立期間直後の 16 年２月から 18 年１月までの 24 か

月分の保険料が納付されていることが確認できるが、当該納付時点では申立期間は時効

により保険料を納付することができない期間であること、申立期間当時に申立人に対し

て別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことな

ど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12064 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年２月から 63年７月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年２月から63年７月まで 

私は、昭和 57 年に会社を退職した後、国民健康保険と国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成７年２月頃に払い出され

ており、当該払出時点で申立期間は時効により保険料を納付することができない期間で

あること、申立人は、現在所持する年金手帳のほかに手帳を所持していた記憶は曖昧で

あり、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12065 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年 12月から 49年 12月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年12月から49年12月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、私が海外で仕事をしていた申立期間

の国民年金保険料を納付してくれていたと思う。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする母親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 51 年３月頃に払い出されており、当

該払出時点では、申立期間のうち大半は時効により保険料を納付することができない期

間であるほか、申立期間直後の 50 年１月から 51 年３月までの期間の保険料は 52 年２

月 21 日に過年度納付されていることが申立人の所持する領収証書から確認でき、当該

納付時点では申立期間の全部が時効により保険料を納付することができない期間である

こと、申立人は、母親から自身の国民年金手帳を受け取った記憶は無いと説明しており、

申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12069 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年１月から同年９月まで 

 私は、20 歳になってすぐには国民年金の加入手続を行っていなかったが、昭和 60

年の秋頃に市役所へ電話をしたところ、未納分の国民年金保険料が納付できると言わ

れたので、市役所で国民年金の加入手続を行い、その場で未納分の保険料を納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続を行った時に市役所の窓口で申立期

間の保険料を納付したと説明しているが、市役所窓口で納付可能であった昭和 61 年４

月から 62 年３月までの保険料は、現年度納付されていることが申立人が当時居住して

いた市の国民年金被保険者名簿で確認できるのに対して、申立人の国民年金手帳の記号

番号が払い出された同年４月時点では申立期間の保険料は過年度納付することが可能で

はあったものの、当時市役所窓口では過年度納付書を交付しておらず、過年度保険料の

収納取扱いも行っていない。 

   また、申立人は、加入手続時以外に保険料を遡って納付した記憶は無いと説明してい

るが、申立人は申立期間直後の昭和 60 年 10 月から 61 年３月までの保険料を 62 年 11

月 27 日に過年度納付していることが上記被保険者名簿で確認でき、この納付時点では

申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であるほか、申立期間当時

に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

いなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12070 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11年７月から 12年３月までの国民年金保険料については、免除されて

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年７月から12年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料の免除申請手続をしてく

れた。申立期間の保険料が免除とされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料が無く、申

立人は国民年金の加入手続及び申立期間の免除申請手続に関与しておらず、申立人は、

免除申請手続をしたとする母親に申立人の国民年金の加入手続及び免除申請手続に関す

ることを確認したが、母親は何か申請したと思うが当時のことは憶
おぼ

えていないと言っ

ていたと説明している。 

また、申立人は、当初は申立期間直後の平成 12年４月から 15年３月までの期間は母

親が学生納付特例の申請を行ってくれたものであり、申立期間も同様に母親が学生納付

特例の申請をしてくれたと説明していたが、当該特例制度は 12 年４月から実施された

ことを伝えたところ、｢免除申請｣をしてくれていたと思うとしており、免除申請に関す

る記憶が曖昧であるなど、申立人の申立期間の保険料が免除されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12071（事案2539の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年８月の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年８月 

私は、平成４年９月頃に国民年金保険料の納付書が送付されてきたので、区役所に

行ったところ、転職したため１か月の国民年金加入期間が生じたと言われ、約１万円

の保険料を納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の加入手続に関

する記憶は曖昧であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらないほか、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、

申立人は厚生年金保険の記号番号のみが記載された年金手帳以外に手帳を所持した記憶

は無いなど、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年１月８日付けで年

金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

これに対し申立人は、平成４年９月頃に申立期間の保険料を納付するために区役所へ

行っており、当該期間の保険料の納付書が申立人の妻のみに送付され、その原因となっ

た申立人に納付書が送付されなかったのは不自然であるほか、妻の保険料が納付済みの

記録があるので、申立人に対し何らかの措置が取られたはずだが、そのような通知は受

け取っていないと説明しているが、これらの説明は委員会の当初の決定を変更すべき新

たな事情とは認められず、また、申立期間の保険料を納付していたこと、及び申立期間

当時に申立人に手帳記号番号が払い出されていたことを示す資料の提出や具体的な説明

が無いなど、委員会の当初の決定を変更すべき新たな周辺事情も見当たらないことから、

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12072 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から４年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和45年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月から４年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続をし、申立期間の国民年金保険料を納付してく

れた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立人の母親が申立期間の国民年金の加入手続及

び保険料の納付を行ってくれたとしているものの、母親は申立人の国民年金の加入手続

及び保険料の納付を行っていなかったと思うと説明している。 

また、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険記号番号を基に平成９年１月に付番され

ており、当該基礎年金番号で国民年金第１号被保険者資格を取得した 13年 11月時点で

は、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、申立期間当時

に申立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12073 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年３月から３年５月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年３月から３年５月まで 

    私の父は、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を

納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする父親から当

時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は申立期間当時住民票上の区とは別の区に居住しており、20 歳の時に

国民年金の加入手続を行っていれば納付書は住民票上の住所に送付されていたはずであ

ると説明したところ、申立人は住民票上の住所には当時誰も居住しておらず、納付書が

送られてきた記憶も無いとしているほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成７年

６月頃に払い出されており、この払出時点では申立期間は時効により保険料を納付する

ことができない期間であり、申立期間当時に国民年金手帳を受領、所持していた記憶も

無いと説明しており、申立期間当時に申立人に手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12074 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58年４月から 59年６月までの期間、平成３年３月及び同年４月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和58年４月から59年６月まで 

             ② 平成３年３月及び同年４月 

 私は、昭和 58 年４月に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人が申立期間当時に納付していたとする金額は当時の保険料

額と相違しているほか、申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭

和 61 年７月頃に払い出されており、この払出時点では当該期間の大部分は時効により

保険料を納付することができない期間であり、当該期間当時に申立人に別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立期間②については、申立人は、当該期間に係る国民年金の再加入手続に関

する記憶が曖昧であり、申立人が所持する年金手帳には当該期間は国民年金加入期間と

して記載されておらず、当該期間は平成 14 年７月に国民年金加入期間として記録追加

されたことがオンライン記録で確認でき、この記録追加時点では当該期間は時効により

保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12075 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から平成元年３月までの期間、３年６月から同年９月までの

期間、同年 11月及び同年 12月の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和63年４月から平成元年３月まで 

             ② 平成３年６月から同年９月まで 

             ③ 平成３年11月及び同年12月 

私は、国民年金の加入手続についてはあまり憶
おぼ

えていないが、いつだったか、親

に「このままでは年金がもらえないので、国民年金保険料をしっかり払いなさい。」

と言われて、払える分の申立期間①、②及び③に係る保険料は、１か月から３か月ず

つに分けて過去に遡って全て金融機関で納付した。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、「払える分の申立期間①、②及び③に係る国民

年金保険料は、１か月から３か月ずつに分けて過去に遡って全て金融機関で納付し

た。」と述べているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録による

と、平成４年２月頃に払い出されたものと推認できる。また、当該手帳記号番号の記

号により、当該手帳記号番号はＡ区で払い出されたことが確認できる上、申立人のＢ

区からＡ区への転居の時期は、申立人に係る戸籍の附票によると、４年１月であるこ

とが確認できることから、当該手帳記号番号の払出しは、同年１月以降であることが

確認できる。さらに、当該手帳記号番号の払出しの時点より前に申立人に対して別の

手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。これらのこと

から、申立期間①は、当該手帳記号番号の払出しの時点において、時効により保険料

を納付することができない期間である。 

２ 申立期間②及び③については、当該期間の前後の期間における保険料の納付時期は、

オンライン記録によると、申立期間②の直前の平成３年４月の保険料が時効期限の４



                      

  

か月前である５年１月 28 日に、３年５月の保険料が時効期限の１か月前である５年

５月 19 日に、申立期間②の直後の３年 10 月の保険料が時効期限の当月である５年

11 月 25 日に、それぞれ時効期限の当月から４か月前までの期間に過年度納付されて

いることが確認できる。また、申立期間③のうちの３年 12 月並びに申立期間③の直

後の４年１月及び同年２月の計３か月の保険料は、オンライン記録によると、３年１

月の保険料の時効期限である６年２月に納付されており、このうち、３年 12 月分に

ついては、時効期限を過ぎた６年２月に納付されたため、時効期限を過ぎて納付され

たこと示す「時効期間納付」を過誤納の理由として同年２月 18 日に還付決議が行わ

れ、還付されていることが確認できる。その上、申立人は、「申立期間②及び③を含

む３年４月から６年頃までの期間は、アルバイトなどをやっており保険料を一遍に払

うことはできなかったので、保険料は、Ｃ銀行Ｄ支店で１か月から３か月ずつの単位

に分けて保険料を払った。」と述べている。これらのことを踏まえると、申立期間②

及び③については、金融機関及び行政機関が当該期間に係る何回もの保険料の収納事

務を誤ったとは考え難い。 

 加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情は見

当たらない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12076 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年 10月から 61年３月までの期間、62年４月から同年６月までの期

間及び平成９年 10月から 11年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和59年10月から61年３月まで 

             ② 昭和62年４月から同年６月まで 

             ③ 平成９年10月から11年３月まで 

私の元夫は、私の申立期間①及び②に係る国民年金保険料を全て納付してきたはず

である。また、私の申立期間③に係る保険料は、16 年前にＡ市からＢ区に引っ越し、

元夫と一緒に店を出店し申立期間③当時は経営も順調であったので、元夫がきちんと

納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、戸籍謄本によると、昭和 55 年３月に婚姻し、

その夫は、オンライン記録によると、56 年９月から 62 年３月までの期間において、

厚生年金保険に加入していることが確認できることから、申立人の申立期間①を含む

56 年９月から 61 年３月までの期間は、申立人が国民年金へ任意加入することが可能

な期間である。 

しかしながら、申立人が所持している国民年金の年金手帳によると、同手帳の「被

保険者でなくなった日」の記入欄には、「昭和 59年 10月２日」と記載され、「被保

険者の種別」欄には「任」の文字に○印が付けられている。また、申立人に係るＡ市

の国民年金被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）の「資格喪失年月日」の

記入欄には、「59.10.２」の記載があり、さらに、申立人に係る国民年金被保険者台

帳（特殊台帳）においても、昭和 59年 10月の欄に「資格喪失」の印が押されており、

これらの記録は、オンライン記録と一致している。これらのことから、申立期間①は、

国民年金に加入していない期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することがで

きない期間である。 



                      

  

２ 申立期間②及び③については、オンライン記録によると、申立人の保険料を納付し

ていたとする元夫も、当該期間の保険料は未納と記録されていることが確認できる。 

また、申立期間②については、前述の被保険者名簿によると、当該期間直後の昭和

62 年７月の保険料は、平成元年９月４日に納付された記載があることから、申立期

間②は、当該保険料の納付の時点においては、時効により保険料を納付することがで

きない期間である。その上、当該被保険者名簿においても申立期間②は、納付済みと

記録されておらず、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

さらに、申立期間③については、平成９年１月の基礎年金番号制度実施後の期間で

あり、保険料の収納事務に係る電算化の進展により、当時の記録管理の信頼性は高い

と考えられることから、申立人の当該期間に係る記録漏れや記録誤りが発生したとは

考え難い。 

加えて、申立人の元夫が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、元夫に対して当時の事情を聴取することができないた

め、申立人の当該期間に係る保険料の納付状況を確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情は見

当たらない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12077 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年４月から３年３月までの期間及び 12年１月から 13年７月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成元年４月から３年３月まで 

            ② 平成12年１月から13年７月まで 

私の父は、平成元年頃に私の国民年金の加入手続を行い、申立期間①の国民年金保

険料を納付してくれていた。申立期間②の保険料は、私自身が納付した。申立期間①

及び②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によ

ると、申立期間①より後の平成３年８月頃に払い出されたものと推認できる上、当該

手帳記号番号の払出しの時点より前に、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出さ

れたことをうかがわせる事情は見当たらない。また、申立人は、申立期間①当時、大

学生であったと述べていることから、当該期間は国民年金の任意加入被保険者の適用

期間となるが、オンライン記録によると、申立人の当該期間に係る任意加入の記録は

確認できない。その上、申立人の国民年金の資格取得日は、オンライン記録によると、

大学生に係る国民年金の適用が任意から強制に変更となった平成３年４月１日となっ

ていることが確認できる。これらのことから、申立期間①は、当該手帳記号番号の払

出しの時点より前において、国民年金に加入していない期間であったことが推認でき、

当該加入していない期間は、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間

である。 

さらに、申立期間①の保険料を納付したとする申立人の父親は、「申立人の妹宛て

に保険料の未納通知が届いたときに、申立人の保険料の納付状況を調べたところ、申

立人の申立期間①に係る保険料が納付されていないことを知り、申立人の妹の保険料

と一緒に申立期間①に係る保険料を納付した。」と述べている。しかし、昭和 48 年



                      

  

＊月生まれの申立人の妹が国民年金の被保険者資格を初めて取得するのは、平成５年

＊月であり、この被保険者資格の取得の時点においては、申立期間①のうち、元年４

月から３年２月までの期間は、時効により保険料を納付することができない期間であ

る。その上、申立人の妹の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によると、７

年３月頃に払い出されていることが推認されることから、申立期間①は、当該手帳記

号番号の払出しの時点においては、時効により保険料を納付することができない期間

である。これらのことから、申立期間①に係る保険料の納付に関する申立人の父親の

記憶は曖昧である。 

加えて、申立人の父親が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人の父親が申立期間①の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②については、オンライン記録によると、申立人は、平成 11 年７月１日

付けで厚生年金保険の被保険者資格を取得したことによって国民年金の被保険者資格

を喪失していることが確認できる。また、オンライン記録によると、申立人に対して

12 年１月１日を勧奨事象発生年月日とする第１号・第３号被保険者取得勧奨一覧が

同年３月 21 日付けで作成され、国民年金の加入勧奨が行われていることが確認でき

るものの、申立人は当該期間に係る再取得手続に関する記憶が曖昧である。これらの

ことから、申立期間②は、当該厚生年金保険の被保険者資格を同年１月１日に喪失し

た後、国民年金の被保険者資格の再取得手続を行わなかったために生じた国民年金に

加入していない期間であることが推認でき、当該加入していない期間は、制度上、保

険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人が申立期間②の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間②の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情は見当たらない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。  



                      

  

東京国民年金 事案12078 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年３月から 60年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年３月から60年３月まで 

    私の母は、私が 20歳になった昭和 57年＊月頃に国民年金の加入手続を行ってくれ

た。申立期間当時、私は両親が営む商店に勤務しており、母が私の国民年金保険料

を給料から差し引いて、両親の分と一緒に私の申立期間の保険料を納付してくれて

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の母は、私が 20歳になった昭和 57年＊月頃に国民年金の加入手続を

行ってくれた。」と述べている。しかし、申立人の国民年金手帳の記号番号は、Ａ区の

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立期間より後の 61 年２月に、申立人の妹の

手帳記号番号と連番で払い出されていることが確認できる。また、申立人に対して別の

手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。これらのことか

ら、申立期間のうち、57 年３月から 58 年 12 月までの期間は、当該手帳記号番号の払

出しの時点において、時効により国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、オンライン記録によると、申立期間直後の昭和 60年４月から同年 12月までの

期間に係る保険料は、62 年４月３日に遡及して過年度納付されていることが確認でき

る。このことから、申立期間のうち、57 年３月から 59 年 12 月までの期間は、当該過

年度納付の時点において、時効により保険料を納付することができない期間である。な

お、オンライン記録によると、手帳記号番号が連番で払い出された申立人の妹も、申立

期間のうち、妹が 20 歳になった 58 年＊月から 60 年３月までの期間は、申立人と同様

に未納とされていることが確認でき、また、申立人と同様に申立期間直後の同年４月か

ら同年12月までの期間の保険料が過年度納付されていることが確認できる。 

さらに、申立人の国民年金の加入手続を行い保険料の納付を行ったとする母親は、昭

和 61 年２月時点における姉妹連番の手帳記号番号の払出しや当時の申立期間に係る保



                      

  

険料の納付についての記憶が曖昧である。 

加えて、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12079 

             

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年４月から 50 年２月までの期間、55 年８月及び 56 年５月から 59

年１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和49年４月から50年２月まで 

             ② 昭和55年８月 

             ③ 昭和56年５月から59年１月まで 

    私は国民年金の加入手続を行った記憶が無いので、私の母が、私の国民年金の加入

手続をしてくれて、私の申立期間①、②及び③に係る国民年金保険料を納付してくれ

ていたと思う。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によると、申立期間より後の平

成３年７月頃に払い出されたものと推認でき、また、申立人は現在所持する年金手帳の

ほかに年金手帳を所持した記憶が無く、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出され

たことをうかがわせる事情も見当たらない。また、申立人の当該期間に係る国民年金の

被保険者資格の得喪記録は、オンライン記録によると、前述の手帳記号番号が払い出さ

れた時期と同時期である同年７月５日に追加され、当該期間が国民年金保険料の未納期

間として整備されたものであることが確認できる。これらのことから、当該期間は、当

該得喪記録が追加された時点より前においては、国民年金に加入していない期間であっ

たことが推認でき、当該加入していない期間は、制度上、保険料を納付することができ

ない期間である。その上、当該期間は、前述の手帳記号番号の払出しの時点及び当該記

録が追加された時点において、時効により保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は、「自分で国民年金の加入手続を行った記憶が無いので、私の母が、

私の国民年金の加入手続をしてくれて、保険料を納付してくれていたと思う。」と述べ

ていたが、その後、申立人は、「私の国民年金の加入手続及び保険料の納付に関して、

母は、『私の国民年金の加入手続を行ったこと、及び保険料を納付したことは憶
おぼ

えて



                      

  

いない。』と言っている。」と述べている。 

加えて、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



                      

  

東京国民年金 事案12080 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61年 12月から平成元年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和41年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年12月から平成元年３月まで 

    申立期間は学生であったため、私の当該期間の国民年金保険料は、私の父が支払っ

てくれていた。姉が無職の時や妹が学生の期間の保険料も父が支払ってくれていたの

に、私の保険料だけが未納であるはずがない。申立期間が国民年金に未加入で保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によると、申立期間より後の平

成４年 10 月頃に払い出されていることが推認できる上、申立人が所持する国民年金手

帳によると、同手帳の「国民年金の記録（１）」欄の最初の行に、被保険者資格の取得

年月日を示す「平成４年８月 21 日」の記載と強制加入の被保険者であることを示す

「１号」の文字に○印が付されていることが確認できる。また、申立期間当時、申立人

に手帳記号番号が払い出された記録は確認できず、申立人は現在所持する年金手帳以外

に別の手帳を所持した記憶が無く、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。これらのことから、申立期間は、国民年金

に加入していない期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間

である。 

また、申立人の父親が申立人の姉が無職の時に保険料を支払ってくれていたとする姉

の申立期間に係る保険料は、オンライン記録によると、未納であることが確認できる。

なお、申立人の妹は、オンライン記録によると、20 歳に到達した平成８年＊月から厚

生年金保険の資格を取得する前月の 11 年３月までの学生であった期間の保険料が納付

済みと記録されているが、これは、３年４月以降、学生の国民年金の適用が任意から強

制に変更されたためと考えられ、学生の国民年金の適用が任意であった申立人の場合と

は状況が異なっている。 



                      

  

さらに、申立人は、申立期間の国民年金の加入手続に関与しておらず、加入手続及び

保険料の納付をしたとする申立人の父親は、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の

納付に関する記憶が曖昧である。 

加えて、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12081 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年１月から同年７月までの期間、42 年１月から 45 年１月までの期

間、49 年１月から同年３月までの期間及び平成５年 10 月から６年１月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年１月から同年７月まで 

             ② 昭和42年１月から45年１月まで 

             ③ 昭和49年１月から同年３月まで 

             ④ 平成５年10月から６年１月まで 

私は、厚生年金保険の加入期間以外は中小企業に勤めており、厚生年金保険に加入

できなかったため、国民年金に加入し、申立期間に係る国民年金保険料を納付してい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、Ａ区の国民年金

受付処理簿によると、昭和 44年 10月頃に払い出されていることが推認できる。また、

申立人は、当該手帳記号番号が記載されている年金手帳のみを所持しており、当該年金

手帳以外に手帳を所持していた記憶が曖昧であることなどから、当該手帳記号番号の払

出しの時点より前に、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情は見当たらない。これらのことを踏まえると、申立期間①及び申立期間②のう

ちの 42 年１月から同年６月までの期間は、当該手帳記号番号の払出しの時点において、

時効により国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、「加入当初、郵便局や銀行で保険料を納付していた。」と述べてい

るが、申立人が申立期間①及び②当時居住していたとするＡ区における当該期間の保険

料の納付方法は、金融機関等を利用する納付書方式ではなく、国民年金手帳を使用する

印紙検認方式であり、申立人の説明と相違している。 

申立期間③については、申立人は、保険料の納付場所の記憶が曖昧である上、納付し

ていたとする保険料の月額は、申立期間③の保険料月額と大幅に相違している。また、



                      

  

申立人は、「申立期間③当時に婚姻していた元妻の保険料について、元妻自身が納付し

ていた。」と述べているが、元妻との婚姻期間に係る保険料は、オンライン記録による

と、申立人と同様に申立期間③のみ未納となっていることが確認できる。 

申立期間④については、申立人は、保険料の納付場所の記憶が曖昧である上、納付し

ていたとする保険料の月額は、申立期間④の保険料月額と相違する。また、オンライン

記録によると、申立人は、申立期間④の直後の平成６年２月から引き続き申立人の妻が

事業主となっている会社において厚生年金保険に加入しているほか、８年２月に申立人

に係る国民年金保険料の納付書が作成されていることが確認できる。これらのことから、

当該納付書は、申立期間④に係る保険料が未納とされていたことに伴い作成されたもの

と推認できるものの、申立人は、「厚生年金保険の加入期間中に、国民年金保険料を遡

って納付した記憶は無い。」と述べている。さらに、申立人は、当初、「今の会社で働

き始めた月から厚生年金保険に加入した。」と述べる一方で、「妻と婚姻した月（５年

11 月）から働き始めた。」とも述べているなど、申立期間④において加入していた年

金制度の記憶が曖昧である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20365 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和37年３月12日から37年５月31日まで 

             ② 昭和41年３月21日から42年３月30日まで 

日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」のご確認について」の

はがきが届き、申立期間に係る脱退手当金の支給記録が有ることを初めて知った。 

しかし、昭和 42 年に子が生まれた時に、申立期間①の前に勤務したＡ社及び申立

期間①と②の間に勤務したＢ社に係る厚生年金保険被保険者期間の脱退手当金は受給

したが、申立期間①に勤務したＣ社と申立期間②に勤務したＤ社の被保険者期間につ

いては、脱退手当金を受給していないので、申立期間に係る脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録上、申立期間①の前に勤務したＡ社、申立期間①

に勤務したＣ社、申立期間①と②の間に勤務したＢ社及び申立期間②に勤務したＤ社に

係る４回の厚生年金保険被保険者期間を対象として昭和 45年７月 17日に脱退手当金が

支給決定されているが、申立人は、Ａ社及びＢ社に勤務した期間についての脱退手当金

をＤ社を退職し、子を出産した 42 年頃に、社会保険事務所（当時）に行って申請手続

を行い受給したことは記憶しているが、申立期間①のＣ社と申立期間②のＤ社に係る被

保険者期間については、脱退手当金を受給した記憶は無いと主張している。 

しかし、日本年金機構の記録では、申立人が主張している昭和 42 年に子を出産した

頃における脱退手当金の支給記録は確認できず、申立人に係る脱退手当金の支給記録は、

昭和 45年７月 17日支給決定の記録のみであり、しかも、申立人が受給を認めているＡ

社及びＢ社の被保険者期間に、申立期間①及び②を加えた４期間を対象として支給され

ており、その支給額に計算上の誤りは無いこと、また、申立期間②のＤ社に係る事業所

別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」

の表示が記されており、申立人が受給を認めているＡ社及びＢ社に係る事業所別被保険

者名簿の申立人の欄には、当該「脱」表示が記されていないことなどから判断すると、

申立人が受給したとする脱退手当金は、申立期間①及び②を加えた脱退手当金と考える



のが自然である。 

さらに、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者記号番号払出簿によると、申立期間

②に勤務したＤ社を退職後の昭和 45年９月 10日に、申立人のＡ社に係る厚生年金保険

被保険者記号番号に申立期間②に係る厚生年金保険被保険者記号番号を統合する手続が

とられていること、また、申立人は、申立期間②に勤務したＤ社を退職後の 42 年３月

＊日に婚姻しているところ、当該記号番号払出簿の申立人の欄において、申立人に対す

る脱退手当金の支給が決定されている 45 年７月 17 日に近接する同年９月 10 日に、申

立人の氏名が旧姓から新姓に変更されていることを踏まえると、当該脱退手当金の請求

に併せて当該記号番号の統合及び当該氏名変更が行われており、申立人が受給したとす

る脱退手当金は、45年７月17日に支給決定された脱退手当金と考えられる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20366 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年４月１日から40年10月２日まで 

             ② 昭和40年10月２日から42年４月16日まで 

日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」のご確認について」の

はがきが届き、申立期間に係る脱退手当金の支給記録が有ることを初めて知った。 

しかし、脱退手当金を支給されたとされる時期には、Ａ県を離れてＢ県にいる時期

で、脱退手当金を請求手続をした記憶や受給をした記憶が無いので、支給記録を取り

消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間②に勤務したＣ社Ｄ工場に係る厚生年金保険被保険者原票に記載さ

れている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 42 年４月

16 日の前後の各１年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する

15 名について、脱退手当金の支給記録を確認したところ、８名に支給記録が確認でき、

８名全員について資格喪失日から７か月以内に支給決定がなされていることを踏まえる

と、同社では事業主による脱退手当金の代理請求が行われており、申立人の脱退手当金

についても、事業主が代理請求をした可能性が高いものと考えられる。 

また、Ｃ社Ｄ工場に係る申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給

されていることを意味する「脱 Ｄ」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手

当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②の厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約７か月後の昭和 42年 11月９日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当

金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20367 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年５月14日から45年10月１日まで 

日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」のご確認について」の

はがきが届き、申立期間に係る脱退手当金の支給記録が有ることを初めて知った。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給したことも無いので、その支

給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ病院に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女

性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 45年 10月１日の前後

の各３年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する 14 名につい

て、脱退手当金の支給記録を確認したところ、８名に支給記録が確認でき、そのうち７

名については、資格喪失日から５か月以内に支給決定がなされている上、そのうちの連

絡の取れた受給者３名は、「事業所が脱退手当金の請求手続をしてくれた。」と供述を

していることを踏まえると、同病院では事業主による脱退手当金の代理請求が行われて

おり、申立人の脱退手当金についても、事業主が代理請求をした可能性が高いものと考

えられる。 

また、Ａ病院に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給され

ていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か

月後の昭和 45 年 10 月 30 日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給

に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20372 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①から③までについて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年７月10日から50年まで 

             ② 昭和50年から53年まで 

             ③ 昭和53年から56年９月まで 

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②及びＣ社に勤務した申立期

間③に係る厚生年金保険の加入記録が無い。各申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は昭和 47 年７

月 14 日に同社の代表取締役に就任し、48 年１月９日に辞任していることが確認でき

る。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は厚生

年金保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、上記商業登記簿謄本に記載されている３名の取締役のうち、２名は既に死亡、

残り１名は住所の確認ができず、申立人のＡ社における勤務状況や厚生年金保険の適

用について確認することができない。 

さらに、申立人は既に死亡しており、Ａ社における同僚等を特定することができず、

申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の適用について確認することができな

い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人が勤務していたとするＢ社は、オンライン記録及び適

用事業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所となった記録が確認でき

ない。 



また、所在地を管轄する法務局に商業登記の記録が無く、Ｂ社の代表者を特定する

ことができない。 

さらに、申立人は既に死亡しており、Ｂ社における同僚等を特定することができず、

申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の適用について確認することができな

い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③について、申立人の子は、申立人がＣ社で勤務していたときの名刺を提

出していることから、期間は特定できないものの、申立人が同社で勤務していたこと

はうかがえる。 

しかしながら、上記名刺に記載されている所在地を管轄する法務局に商業登記の記

録が無く、Ｃ社の代表者を特定することができない。 

また、申立人は既に死亡しており、Ｃ社における同僚等を特定することができず、

申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の適用について確認することができな

い。 

さらに、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｃ社があった都道

府県において、同社と同一の名称である事業所を１か所確認することができるが、こ

の事業所は昭和 52 年 12 月 15 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事

業主は既に死亡している上、同社で勤務していた複数の従業員は申立人を知らないと

回答している。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①から③までに係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20373 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年６月１日から48年11月30日まで 

             ② 昭和49年１月20日から51年３月31日まで 

Ａ社Ｂ営業所に勤務していた申立期間①及びＣ社に勤務していた申立期間②の厚生

年金保険の加入記録が無い。勤務していたことは確かなので、調査して厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社Ｂ営業所に係る事業所別被保険者名簿において、申立人

が記憶している同僚の氏名が確認できることから、勤務期間は特定できないものの、

申立人が同社Ｂ営業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ａ社は既に解散している上、元代表取締役から回答を得ることはできず、

また、申立期間①当時の社会保険事務担当者は、従業員の３分の１は社会保険に加入

していなかった旨供述しており、複数の従業員は、その供述によると、同社に入社し

て相当期間経過後に厚生年金保険に加入したことがうかがえる。 

さらに、申立人が記憶している二人の同僚のうち一人は、Ａ社Ｂ営業所における厚

生年金保険被保険者記録を確認することはできず、同社では、全ての従業員について、

必ずしも厚生年金保険に加入させる扱いではなかったことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、Ｃ社に勤務していた従業員の供述から、勤務期間は特定でき

ないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｃ社は既に解散しており、代表取締役は連絡先が不明のため勤務実態等に

ついて照会することはできず、元取締役は、関係資料が無いことから厚生年金保険の



取扱いについて不明である旨供述している。 

また、申立期間②にＣ社の被保険者資格を取得した従業員に照会を行ったが、申立

人を記憶している者はいるものの、厚生年金保険の取扱いについては確認できない。 

さらに、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の健康保険厚生年金保

険被保険者資格喪失届は、昭和 49年１月 31日付けで社会保険事務所（当時）におい

て受理されており、健康保険被保険者証が返納されている旨の記載があることが確認

できる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20374 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年１月１日から同年８月31日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、その前の

標準報酬月額より大幅に低くなっている。そのため、調査して正しい記録に訂正して

ほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、平成７年 10

月の定時決定が８年４月８日付けで 30 万円と記録され、同日付けで同年１月に遡って９万

2,000円に引き下げて随時改定が行われている記録が確認できる。 

また、申立人が記憶している従業員について、申立人と同日付けで標準報酬月額の定時決定

及び随時改定の処理が行われていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、代表者及び上記

従業員は連絡先が不明であるため照会することができない上、ほかの従業員からも回答を得る

ことができない。 

また、申立人は、給与明細書等の資料を保有していないことから、申立人の主張する報酬月

額及び給与から控除されていた厚生年金保険料について確認することができない。 

さらに、社会保険事務所（当時）が上記処理を行った平成８年４月時点において、Ａ社に社

会保険料の滞納があったことをうかがわせる資料及び供述は得られず、遡って標準報酬月額の

訂正が行われた形跡も見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申立期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20378 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和28年９月５日から32年１月１日まで 

         ② 昭和32年５月９日から37年12月30日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ることを

知った。 

しかし、Ａ社（現在は、Ｂ社）退職時に脱退手当金の説明は無く、自ら手続をした

こともないので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金の支給対象となったＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿及びＡ社に係る事業所別被保険者名簿における申立人の欄には、脱退手当金の

支給を意味する「脱」の表示が記されている。 

また、申立人は、共済組合に加入する夫からは、「将来、恩給がもらえるので年金に

加入する必要は無い。」と言われていた旨供述していることから、脱退手当金が支給さ

れることについて不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号について、申立期間である２回の被

保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立期間後の被保険者期間は

別の番号となっており、脱退手当金を受給したために番号が異なっているものと考える

のが自然である上、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20379 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和30年４月１日から31年６月27日まで 

             ② 昭和31年７月10日から32年９月21日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ることを

知った。しかし、脱退手当金をもらった記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を取

り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間②に勤務していたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 32

年９月 21日の前後３年以内に資格喪失した者 20人の脱退手当金の支給記録を調査した

ところ、17 人に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち 15 人が資格喪失日から６

か月以内に支給決定がなされている上、脱退手当金の支給記録が有る者のうちの一人は

事業所が手続をしてくれた旨、他の一人は事業所の事務員から脱退手当金を受け取った

旨それぞれ供述していることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求

がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたことが記載さ

れている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②

に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から４か月後の昭和 33 年１月８日に支給決定

がなされているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立期間に係る脱退手当金の支給決定がなされたのは、通算年金制度創設前

であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったの

であるから、申立期間の最終事業所を退職後、昭和 40 年２月まで厚生年金保険の加入

歴の無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から

聴取しても受給した記憶が無いという主張のほかに脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20380 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年５月８日から37年９月21日まで 

  老齢年金の裁定請求のため社会保険事務所（当時）へ行ったとき、脱退手当金を受

給済みと言われたが、受給した覚えは無いので、申立期間について厚生年金保険被保

険者加入期間として回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記

載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 37 年

９月 21 日の前後１年程度以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給要件を満

たす 37人の脱退手当金の支給記録を確認したところ、申立人を含む 22人に脱退手当金

の支給記録が有り、そのうち 19 人の従業員が資格喪失日から２か月以内に支給決定が

なされている上、当該支給記録の有る複数の従業員は、事業所が脱退手当金の請求手続

をしていた旨の供述をしていること及び同社も脱退手当金の事務処理について、従業員

に代わって脱退手当金の請求手続を行っていたと回答していることを踏まえると、申立

人についても、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと

考えられる。 

また、上記被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されたことを意味する

「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 37 年

12月４日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いという主張のほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20381 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年10月１日から38年２月20日まで 

日本年金機構から脱退手当金に係るはがきが届き、申立期間について脱退手当金が

支給されたことになっているが、脱退手当金を受給した記憶は無い。よく調べて申立

期間について厚生年金保険被保険者加入期間として記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたＡ社に係る事業所別被保険者名簿には、脱退手当金

の支給を意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給

額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か

月後の昭和 38年６月 11日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とすべきであるところ、申立期間の前に有る被保険者期間についてはそ

の計算の基礎とされておらず、未請求期間となっているものの、申立期間と当該未請求

期間は別の厚生年金保険被保険者記号番号で管理されていることが確認でき、当時は、

請求者から申出をしなければ、社会保険事務所（当時）では、別の記号番号で管理され

ている請求者の被保険者期間を把握することは困難であったと考えられることを踏まえ

ると、当該未請求期間があることに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いという主張のほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



東京厚生年金 事案20388 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年７月31日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間も間違いなく勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成８年９月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、同社に

係る商業登記簿謄本によれば、同年 10 月＊日に日本国内の営業所を廃止しており、申

立期間当時に日本における代表者であった者は、当時の資料を保管していないとしてい

ることから、申立人の退職日及び給与からの厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

また、雇用保険の加入記録では、申立人のＡ社における離職日は平成６年７月 30 日

とされており、申立期間における同社での勤務は確認できない。 

さらに、オンライン記録により、Ａ社において平成６年に被保険者資格を喪失してい

る者のうち、申立人を除く 18 人について、被保険者資格喪失日を調査したところ、１

日付けで被保険者資格を喪失した者は５人である一方、資格喪失日が１日付け以外の者

は 13 人おり、このうち、月末日に被保険者資格を喪失している者５人のうち４人の雇

用保険の離職日は、いずれも資格喪失日の前日とされている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20389 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年４月から41年３月まで 

             ② 昭和52年から62年まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に住み込みの菓子職人として勤務していた申立期間①及びＣ

社が運営するＤ店において店長として勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記録

が無い。それぞれの会社で勤務していたのは確かなので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ｂ社の代表者の供述により、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務して

いたことは認められる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は、厚

生年金保険の適用事業所となっていない。 

また、Ｂ社は、設立以来、厚生年金保険に加入したことは無いとしており、当時の

事業主は死亡していることから、申立人の申立期間①に係る給与からの保険料控除に

ついて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、これを確

認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②当時に、Ｃ社において厚生年金保険の加入記録があり、同社が運営して

いたＤ店に勤務していたとする複数の従業員の供述により、期間は特定できないもの

の、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｃ社は平成20年12月＊日に解散しており、当時の事業主は死亡し

ていることから、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の給与からの控除につい

て確認することができない。 



また、申立人は、同僚二人の氏名又は姓を記憶しているが、このうち一人は、Ｃ社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に見当たらないことから、同社では全ての

従業員を厚生年金保険に加入させていたわけではないことがうかがえる。 

さらに、上記複数の従業員に、Ｃ社における厚生年金保険の取扱いについて照会し

たが、いずれの者も取扱いは不明であるとしている。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、これを確

認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20390 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年８月１日から９年６月30日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、報酬月額に見合う標準報酬月額と相違しているので、正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、59 万円と記

録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成９年６月

30 日）の後の平成９年７月４日付けで、９万 8,000 円に遡って減額訂正されているこ

とが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は申立期間及び上記減額訂正処理日に

おいて、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなる旨の手続をするために、

一度だけ社会保険事務所（当時）に印鑑を持参して行ったことがあるとしているところ、

同社の経理担当役員は、厚生年金保険に関する届出事務については自身が担当していた

が、権限は代表取締役である申立人が有していたとし、同社は申立期間当時、資金繰り

が厳しく、社会保険事務所から社会保険料の支払の督促があり、申立人の指示により対

応していたとしていることから、申立人が同社の代表取締役として、自らの標準報酬月

額の減額訂正に係る届出に関与していなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正を有効でないと主張することは

信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録

の訂正を認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20391 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年７月30日から同年８月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社に

は申立期間も継続して勤務し、厚生年金保険料を給与から控除されていたので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 39年７月 31日までＡ社に勤務していたと申し立てているところ、Ｂ

社が保有する申立人に係る従業員名簿により、申立人の退職日は同年７月 30 日である

ことが確認できる。 

また、同僚二人に申立人の退職日を照会したが、二人とも分からないとしていること

から、申立人の退職日を確認することができない。 

さらに、Ｂ社は、申立人の申立期間に係る給与から退職月の厚生年金保険料を控除し

ていないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20393 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和22年１月10日から23年６月１日まで 

             ② 昭和23年７月１日から24年４月１日まで 

Ａ事業所（健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿における名称は、Ｂ事業

所）に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。同

事業所には、通訳の紹介で昭和 22 年１月に入社し、申立期間①に勤務した後、23 年

７月頃から新工場へ異動したが、申立期間②も継続して勤務していたことは確かなの

で、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、昭和 21 年からＢ事業所に勤務していたとする同僚の回答によ

り、申立人が 22 年頃からＣ地区（現在は、Ｄ地区）にある同事業所に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかしながら、Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、

同事業所は昭和 23 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①

は、厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ｂ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主も所在不

明のため、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができな

い。 

さらに、上記同僚は、｢入社したのは、昭和 21年頃だが、最初は日給制で日払いであ

った。23 年近くなってから月給制になり、その頃から厚生年金保険に加入するように

なった。それまで厚生年金保険は無かったので、その前に保険料控除されていたという

ことは考えられない。」と供述している。 

申立期間②について、上記同僚は、「申立人を含めた３人は、Ｅ地区の新工場でボイ

ラーの仕事をするため、昭和 23 年７月頃に同工場に異動した。」と供述していること

から、申立人は継続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｅ地区に建設された新工場は、オンライン記録及び適用事業所検索シ



ステムによると、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できな

い。 

また、申立人は、上記新工場でボイラー技士として申立期間①の後も継続して勤務し

ていたと供述しているところ、申立人及び上記同僚の厚生年金保険の記録については、

Ｆ事務所Ｇ本部が新規適用事業所となった昭和 24 年４月１日付けで資格を取得してい

ることが確認できることから、上記新工場は、同本部に業務を引き継ぐまでの間、従業

員を厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

さらに、Ｆ事務所に係る人事記録及び社会保険関係の記録管理をしているＨ事務所は、

「Ｉ局管轄内の事業所において、申立人の申立期間①及び②に係る勤務は確認できなか

った。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20394 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人の当該期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る

記録の訂正を認めることはできない。 

また、申立期間②について、申立人の当該期間における厚生年金保険の被保険者資格

喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和61年２月１日から平成２年１月１日まで 

             ② 平成２年１月１日から５年３月31日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報

酬月額が、保険料控除額に見合う標準報酬月額と相違しているので訂正してほしい。 

また、申立期間②については、Ａ社には平成５年３月 31 日まで勤務していたが、

２年１月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失したことになっている。調査して正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、昭和 61年２月１日から同年 10月１日までの期間について、オン

ライン記録によると、当該期間の標準報酬月額は、当初、47 万円と記録されていたと

ころ、同年９月26日付けで、20万円に減額訂正されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人が申立期間①に同社の代表取締役で

あったことが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間を通して、社会保険事務は全て自分で行っていた。代表

者印も自分で管理していた。」と供述している上、複数の従業員も申立人に厚生年金保

険の手続に関する権限があったと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負っている代表

取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正を有効なものではないと主張すること

は信義則上許されず、当該期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

次に、申立期間①のうち、昭和 61年 10月１日から平成２年１月１日までの期間につ

いて、オンライン記録によると、申立人のＡ社における当該期間の厚生年金保険の標準

報酬月額は、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（昭和 61年 10月）に



おいて 20 万円と記録されており、その後標準報酬月額の定時決定は３回行われている

が、いずれも適切な時期に定時決定が行われており、遡って記録が訂正される等の形跡

は無いことから、社会保険事務所（当時）の手続に不合理な点は見当たらない。 

また、上述のとおり申立人は、「申立期間を通して、社会保険事務は全て自分で行っ

ていた。代表者印も自分で管理していた。」と供述している。 

さらに、複数の従業員は、「Ａ社の経営は厳しく、資金繰りに苦慮していたよう

だ。」と回答しており、１名の従業員は、「給与の遅配があった。」と供述している。 

加えて、申立人は、Ａ社における当該期間の厚生年金保険料の控除を確認できる資料

を保管していない。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が当

該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）は、当該事業主が厚

生年金保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認め

られる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

そのため、仮に、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が事業主に

より給与から控除されていたとしても、申立人は、特例法第１条第１項ただし書に規定

される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認

められる場合」に該当すると認められることから、特例法に基づく記録訂正の対象とす

ることはできない。 

申立期間②について、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった日（平成５年３月 31日）より後の平成５年６月 28日付けで、申立人の被保

険者資格喪失日を２年１月１日に遡って処理していることが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人が申立期間②及び上記遡及喪失処理

日に同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「平成５年５月頃、社会保険料の未納分について社会保険事務所へ

相談に行った。そのとき、関係書類に代表者印は押した。」と述べている上、申立人か

ら提出されたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書によると、

申立人の資格喪失日は平成２年１月１日と記載されていることが確認できる。 

さらに、申立人は、「当社が倒産する１年くらい前から、社会保険料の支払は遅れて

おり、社会保険料の滞納があった。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

Ａ社の代表取締役として自らの資格喪失処理に関与しながら、当該処理を有効なもので

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間②における厚生年金保険被

保険者の資格喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年11月から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に勤務した証明として、同社の在籍証明書を提出するので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあったＡ社に係る在籍証明書及び昭和 28 年７月現在の身分席次表

により、入社日までは特定できないものの、申立人は 25 年 11 月に入社し 29 年 12 月

30日に退職するまで同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「申立期間当時の資料は上記席次表のみであり、申立期間当

時のことを知る者もいないことから厚生年金保険の資格取得時の取扱い及び厚生年金保

険料控除については不明である。」と回答しており、同社における厚生年金保険の取扱

い及び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

また、上記席次表の入社年月とＡ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名

簿の資格取得年月日を照合したところ、同席次表による申立人と同じ身分の「正社員」

24 名の厚生年金保険の資格取得日は、入社月の 20 日が１名、翌月１日が 13 名、翌月

20 日が２名、翌々月１日が７名、３か月後が１名となっており、ほとんどの正社員は

１か月から２か月後の１日に厚生年金保険の資格を取得していることから、同社は当時、

入社から一定期間経過後に厚生年金保険に加入させていたことがうかがえる。 

さらに、Ａ社における申立期間当時の経理担当者及び社会保険担当者については、死

亡又は宛先不明であることから、申立期間当時の厚生年金保険の取扱いについて確認す

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から



控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20396（事案12338及び17267の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年２月14日から同年４月７日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨を第三者委員会に対して

再度申し立てたが、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが確認できないことから、記録を訂正できないとの通知を受けた。 

しかし、厚生労働大臣は、働いていれば厚生年金保険の記録訂正を認める旨を述べ

ているが、第三者委員会は、厚生労働大臣の言うことを聞かずに審議しているので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人から提出のあった日記から、期間は特定で

きないものの、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは推認できるが、同社の事

業主及び工場長は既に死亡しており、厚生年金保険料の控除が確認できないなどの理由

から、既に当委員会の決定に基づき平成 22年 10月６日付け年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

その後、申立人は、申立期間当時、Ａ社の社宅に住んでいたことが分かる手紙の封筒

を保有しており、また、Ｂ社から一緒にＡ社に転職した同僚及び申立期間当時に世話に

なった者を思い出したので、再度調査して申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしいと再申立てを行ったが、提出した手紙の封筒からは、申立人の保険料控

除について確認することはできないこと、また、申立人がＢ社から一緒に転勤したと記

憶していた同僚の名字と同一の従業員２名は、「自分はＡ社には勤務していない。」旨

回答していること、さらに、申立期間当時、申立人が世話になったとする者は、「申立

人とは、Ｂ社で知り合ったが、Ａ社については全く知らない。」と供述していることな

どの理由から、既に当委員会の決定に基づき平成23年５月 11日付け年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は、「勤務していたことは事実であり、判断に納得できない。厚

生労働大臣は、働いていれば厚生年金保険の記録訂正を認める旨を述べているが、第三



者委員会は、厚生労働大臣の言うことを聞かずに審議しているので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。」と主張しているが、申立期間における申

立人に係る厚生年金保険料控除を確認できる新たな関連資料や周辺事情は得られず、当

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年

金保険の被保険者として、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給料から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20400 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年２月１日から７年10月25日まで 

Ａ社で代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際の報酬月額と相違しているので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、平成６年

２月から同年 10月までは 53万円、同年 11月から７年９月までは 59万円と記録されて

いたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日より後の同年 11 月１日

付けで、９万8,000円に遡って減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、社会保険事務所（当時）の職員から厚生年金保険の標準報酬月額の

引下げの手続について説明を受けたことは無く、Ａ社の顧問であった社会保険労務士が、

同社が倒産する直前に申立人が会社の実印を預けていた申立人の知り合いの弁護士に提

出書類に押印させた上、当該手続を行ったと主張している。 

しかし、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった際に当該手続を行ったとする、

顧問の社会保険労務士の連絡先は不明であり、会社の実印を預けていたとする上記弁護

士は既に死亡したと供述していることから、申立人の主張について確認することができ

ない。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は申立期間において同社の代表取締

役であったことが確認できることから、申立人の標準報酬月額に係る平成７年 11 月１

日付けの処理について、申立人の関与が一切無かったとは考え難い。 

さらに、申立人は、社会保険料の滞納は無かったと主張しているが、取引銀行から提

出されたＡ社に係る社会保険料振込口座の記録によれば、保険料が口座振替されていな

い月があることが確認できる上、経理担当者は「当時、同社では資金繰りに苦労してい

て、私が退職した平成７年 10 月は給与の遅配があった。」と供述していることから、

同社において社会保険料の滞納があったことがうかがえる。 

なお、申立人は、口座振替できなかった期間の保険料について、領収書等を保有して



おらず、納付について確認することができない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正の無効を主張することは信義則

上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20403 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年10月１日から６年10月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報

酬月額が、直前の標準報酬月額に比べ低くなっている。しかし、毎年ベースアップし、

給与が減額されることは無く、自分は残業が無く変動する要因も無かったので、標準

報酬月額が下がっているのは納得がいかない。調査して申立期間の標準報酬月額を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る本給推移により、申立人の本給は毎年増加し、申立

期間のうち、平成５年以降の本給に見合う標準報酬月額は申立人の主張する額となって

いることが確認できる。 

しかし、オンライン記録では、申立人の標準報酬月額は、平成４年 10 月及び５年 10

月の定時決定で 41 万円と記録されており、遡及して訂正されるなど社会保険事務所

（当時）による不自然な処理が行われた形跡は見当たらない。 

また、Ｂ社は、「社会保険の算定届のための資料は、保存年限を経過しており廃棄さ

れている。また、上記本給推移の改定月は記録上のものであり、実際の支払時期は不明

である。」と回答しているため、同社から、申立人の主張する標準報酬月額に基づく保

険料控除について確認することができない。 

さらに、Ｂ社は、「申立期間は申立人が管理職に昇格した 1996 年７月より前の期間

であり、一般的な状況として、残業等の業務量の変化により報酬額が影響される時期で

もあり、標準報酬月額が上下するような例は、社内で多々見受けられる。入社以来、本

給が下がるということはあり得ないが、本人が失念している変化（転勤、転居、通勤）、

本人に知らされない変化（遡及分調整・現物支給分等）があることも事実である。」と

回答している。 

加えて、Ａ社の同僚及び従業員 17名に照会した結果、回答のあった 12名はいずれも、



申立期間に係る給与明細書等を保有していないため、これらの者から、申立人の申立期

間に係る保険料控除を確認することができない。 

その上、申立人から提出された年度別の基本給に関する資料では、「1992年 402,700

円、1993 年 420,000 円、1994 年 445,000 円」と記載されているが、申立期間の厚生年

金保険料控除額を確認することができない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間に

ついて、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20404 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年７月１日から６年12月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、その前の期間の標準報酬月額より低くなっている。給料が下がった記憶は無

く、一部期間の給与明細書を提出するので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成５年７月から６年６月までの期間について、オンライン記録

によると、申立人の標準報酬月額は、当初、５年７月から同年９月までは 44 万円、

同年 10 月から６年６月までは 47 万円と記録されていたところ、同年７月 19 日付け

で５年 10 月の定時決定の記録が取り消され、同年７月に遡及して随時改定が記録さ

れた結果、20万円となっていることが確認できる。 

また、申立人から提出された平成６年６月の給与明細書により、同年６月は当初記

録されていた標準報酬月額 47 万円に基づく厚生年金保険料が控除されていることが

確認できる。 

一方、年金事務所は、Ａ社は社会保険料を滞納していないと回答し、同社の元事業

主及び複数の従業員は、「同社は、社会保険料を滞納していない。」と回答しており、

また、オンライン記録により、申立期間当時、同社において標準報酬月額が遡及して

減額訂正されたのは申立人のみであることから判断すると、申立人の当該期間の標準

報酬月額の減額訂正処理が不合理であったとは認められない。 

また、申立人は、「平成４年 12 月頃から６年７月頃まで、海外現地法人に出向し

ていた。」と述べているところ、申立人から提出された海外現地法人の給与明細書及

び国内銀行の預金取引明細表により、海外現地法人及びＡ社からそれぞれ給与が支給

されており、５年４月から６年５月までの期間におけるＡ社からの給与振込額は、５

年３月以前の振込額に比べて大幅に減額していることが確認できる。 

さらに、Ａ社における申立期間当時の経理総務担当者は、「同社の親会社であるＣ



社では、海外勤務の場合には海外支給給与と国内支給給与があり、社会保険について

は、国内支給分を対象としていた。」と述べている。 

加えて、上記預金取引明細表によると、平成６年９月 30 日にＡ社から申立人に 38

万 8,170円が振り込まれているが、当該振込額は、５年７月から６年７月までの訂正

前の標準報酬月額（44 万円及び 47 万円）に基づく社会保険料の合計額と訂正後の標

準報酬月額（20 万円）に基づく社会保険料合計額の差額と一致していることが確認

できる。 

２ 申立期間のうち、平成６年７月から同年 11 月までの期間については、上記預金取

引明細表により、同年９月から同年 11 月までの給与振込額は、オンライン記録の標

準報酬月額（平成６年７月から同年９月までは 20 万円、同年 10 月及び同年 11 月は

22 万円）よりも高いことは確認できるが、申立人は、当該期間の給与明細書等を所

持していないため、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除を

確認することができない。 

３ 上記１及び２のほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及び関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、申立期間について、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

なお、当委員会においては、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正を認めるべきであるかを判

断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立

人）は、当該事業主が厚生年金保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知

り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の対象とすることはでき

ない旨規定されている。 

また、Ａ社の元事業主は、「申立人は当社の経理責任者であり、社会保険手続も担

当し、社会保険料の納付にも関与していた。」と述べており、申立人自身が、「平成

６年７月には、海外赴任から帰国していた。」と述べている上、Ｂ社から提出された

退職金等請求事件の判決原本により、申立人は、総務部長としてＡ社に復職している

ことが確認できる。 

そのため、仮に、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたとしても、申立人は、上述のとおり、特例法第１

条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は

知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められることから、特例法

に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20405 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年６月１日から４年12月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。申立期間は同社Ｃ支店に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ支店の複数の上司及び同僚の回答により、申立人が申立期間に同社同支店に継

続して勤務していたことが推認できる。 

一方、Ｂ社は、「当時一緒に勤務していた社員の証言から、申立人が臨時雇用員とし

て勤務していたことは確認できたが、当時の資料は残っておらず、保険料控除等は確認

できない。」と回答しているため、同社から申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取

扱いについて確認することができない。 

また、Ａ社本社の給与担当者は、「厚生年金保険と雇用保険の記録が一致しているな

ら、何らかの理由があって資格を喪失させたはずである。」と述べているところ、雇用

保険の記録は、平成３年５月 31日に同社において離職し４年 12月１日に再度資格を取

得しており、厚生年金保険の記録と符合している上、申立人から提出された雇用保険被

保険者証及び健康保険被保険者証の資格取得日は同年 12 月１日となっていることが確

認できる。 

さらに、上記給与担当者は、「社会保険事務所（当時）への保険料納付額と控除額を

きちっと合わせていたので、厚生年金保険の記録の無い期間に厚生年金保険料を控除す

ることはあり得ない。」と述べている。 

加えて、申立人の夫が加入していた健康保険組合の回答により、申立人は、申立期間

において、夫の被扶養者であったことが確認できる上、オンライン記録により、申立人

は、Ａ社において、厚生年金保険被保険者資格を喪失した後の平成３年６月 10 日に健

康保険被保険者証を返納していることが確認できる。 

このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の控除について確認できる関連資



料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20406 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和28年９月25日から30年１月末まで 

             ② 昭和30年１月から同年11月まで 

             ③ 昭和30年11月から31年６月30日まで 

Ａ事業所に勤務した期間のうち申立期間①、Ｂ事業所に勤務した申立期間②及びＣ

社（現在は、Ｄ社）Ｅ工場に勤務した申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無い。

各申立期間には、各事業所に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｆ事務所は、「Ａ事業所において、申立人の厚生年金保険の

記録がある期間の在籍は確認できたが、申立期間の在籍等については確認することが

できない。」と回答している。 

また、Ａ事業所の当時の事業主及び代理人は、所在が不明であるため、Ａ事業所の

事業主等から、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することが

できない。 

さらに、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、Ａ事業所の従

業員 18 名に、申立人の勤務状況等について照会したところ、13 名から回答があり、

このうち３名が申立人を記憶していたものの、いずれも勤務期間を記憶していないた

め、Ａ事業所の従業員から、申立人の勤務状況について確認することができない。 

加えて、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳では、Ａ事業所における申立人の

被保険者資格喪失日は昭和 28年９月 25日と記載されており、上記被保険者名簿の資

格喪失日と一致していることが確認できる。 

２ 申立期間②について、オンライン記録及び適用事業所検索システムにより、申立人

が当該期間に勤務していたとするＢ事業所は、厚生年金保険の適用事業所となった記

録を確認することができない。 

また、所在地を管轄する法務局にＢ事業所の商業登記の記録が無いため、Ｂ事業所



の事業主に申立人の勤務状況及び厚生年金保険の適用について確認することができな

い。 

さらに、申立人は、Ｂ事業所における上司及び同僚等の氏名を覚えていないため、

これらの者から、申立人のＢ事業所における勤務状況及び厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認することができない。 

３ 申立期間③について、Ｄ社は、「当時の資料は保管しておらず、当時の状況を知る

者も在籍していないため、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて不明

である。」と回答しているため、同社から申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱

いについて確認することができない。 

また、申立人は、Ｃ社における上司及び同僚等の氏名を覚えていないため、これら

の者から、申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険の適用について確認する

ことができない。 

さらに、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社の複数の従業

員に、申立人の勤務等について照会したところ、５名から回答があったが、申立人を

記憶している者がいないため、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。 

４ このほか、申立人に係る申立期間①、②及び③の厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20408 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和33年８月10日から39年９月１日まで 

             ② 昭和42年２月15日から43年１月30日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間①及び同社又は同社が社名変更したＢ社おいて継続し

て勤務していた申立期間②の厚生年金保険の記録が無い。それぞれ勤務していたの

で、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①においてＡ社に勤務し、申立期間②において同社又は同社が社

名変更したＢ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によると、厚生年金保険

の適用事業所であった期間は、昭和 39 年９月１日から 42 年２月 15 日までであること

から、申立期間は適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、申立人が、Ａ社が社名変更した事業所であるとするＢ社は、オンライン記録及

び適用事業所検索システムによると厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確

認できる。 

さらに、Ａ社は、既に解散している上、当時の事業主は所在が不明であることから、

申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業

所でなくなった当時の被保険者は、申立人を含め 18 人確認できるが、申立人が記憶し

ている同僚５人のうち４人は既に死亡しており、一人は連絡先が不明である。また、事

業主、上記同僚５人及び申立人を除く従業員 11人のうち 10人は連絡先が不明であり、

住所が判明した一人に照会したが回答が得られないことから、これらの者から申立人の

申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について供述を得ることができな

い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の給与からの控除について、こ



れを確認できる関連資料は無く、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20409 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生  

住    所 ：  

    

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年５月１日から30年６月９日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際に支

給されていた給料より低い記録となっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、当時の記録は保管されていないと回答している上、申立人は給与明細書等を

保有していないため、申立人の主張する報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人は、Ａ社Ｃ工場の役員待遇であったとする者及び専務取締役の氏名を記

憶しているが、この二人は連絡先が不明であることから、これらの者から申立人の主張

する標準報酬月額に基づく保険料控除についての供述を得ることができない。 

さらに、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人に係る厚生

年金保険被保険者台帳では、申立人に係る標準報酬月額の記載内容に不備な点は無く、

遡って標準報酬月額の訂正が行われる等の不自然な処理は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20411 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和28年１月５日から同年11月26日まで 

             ② 昭和29年３月１日から31年12月10日まで 

平成 22 年秋に日本年金機構から送られてきたはがきにより、申立期間について脱

退手当金が支給されていることを知った。 

しかし、申立期間②に勤務したＡ社を結婚のため退職した際、同社からは脱退手

当金の説明は無く、脱退手当金の請求手続を行ったことや、受給した記憶は無いの

で、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、申立期間に係る脱退手当金

の支給に係る支給対象期間、支給金額及び支給日が具体的に記載されており、その内容

は、オンライン記録と一致しているほか、申立人が申立期間において勤務したＡ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されている

ことを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額

に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月

後の昭和 32年３月 14日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給に係

る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほ

かに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20412 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年９月１日から46年９月25日まで 

② 昭和46年９月25日から47年８月１日まで 

③ 昭和47年９月18日から48年１月１日まで 

④ 昭和48年１月10日から49年２月８日まで 

⑤ 昭和49年９月１日から52年８月１日まで 

平成 17 年に遺族年金の受給手続のため社会保険事務所（当時）に行ったとき、申立期間

について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、支給決定日となっている昭和 52 年＊月＊日は長男出産の２週間前であり、１歳

半の長女がいて外出できる状況ではなかったので、自分で脱退手当金の請求手続をしたこ

とや脱退手当金を受け取った記憶は無く、会社から脱退手当金を受け取った記憶も無いの

で、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間⑤に勤務したＡ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者原票には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間

に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間⑤に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 52 年＊月＊日に支給決定されているなど、一

連の当該脱退手当金支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、長男出産の２週間前であり、１歳半の長女がいて外出できる状況で

はなかったと申し立てているが、脱退手当金の受給手続が、社会通念上、特別に煩雑な

ものではなく、また、代理受領も可能であったことから、多忙であったことをもって受

給ができなかったとまでは考えられず、このほかに脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20413 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和37年２月３日から39年10月30日まで 

             ② 昭和39年10月 20日から41年１月26日まで 

平成８年頃、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを知ったが、そ

のままにしていた。22 年秋に、日本年金機構から脱退手当金に関わる厚生年金加入

記録のお知らせが来て、申立期間について脱退手当金が支給されていることを再認識

した。 

しかし、私には、脱退手当金を請求したことや受給した記憶は無いので、脱退手

当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に対する申立期間に係る脱退手当金の支給については、年金事務所に、その根

拠となる「脱退手当金裁定請求書」、「脱退手当金支給決定伺」等が保存されており、

これらの書類から確認できる申立人に係る被保険者期間、支給額及び支給決定日は、オ

ンライン記録と一致している。 

また、当該裁定請求書には、申立人の署名及び押印並びに当該請求書に別途設けられ

た「通算老令年金制度に関する意見」欄に申立人の署名及び押印が確認できる上、「請

求者の住所欄」には、申立人が申立期間②に勤務したＡ社を退職した後に同居した兄の

住所が記載されていることなどから判断すると、申立人の意思に基づき脱退手当金が請

求されたものと考えられる。 

さらに、当該支給決定伺には、昭和 41年４月 11日の隔地払送金の記録があり、上記

退職後の住所に脱退手当金の支給決定通知書及び支払通知書が郵送されたものと考えら

れる。 

なお、申立人が申立期間①に勤務したＢ社及び申立期間②に勤務したＡ社に係る申立

人の厚生年金保険被保険者原票には、それぞれ脱退手当金が支給されていることを意味

する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の

誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和

41 年４月 11 日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金に係る事務処理に不



自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20414 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和31年11月21日から33年１月21日まで 

② 昭和34年１月24日から35年６月21日まで 

③ 昭和35年６月21日から36年７月４日まで 

年金事務所で年金の記録を確認したところ、申立期間について、脱退手当金を受給して

いることを知った。しかし、申立期間①、②及び③で勤務したそれぞれの会社では、退職

時に脱退手当金についての説明は無く、自分で脱退手当金の請求手続をした記憶も、脱退

手当金を受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間③に勤務したＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されて

いる女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 36 年７月４日の前後

各５年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給要件を満たす 23 名について、脱退

手当金の支給記録を確認したところ、14 名に支給記録が確認できる上、当該支給決定の記録

がある者のうち２名は、「脱退手当金については、会社が請求手続を行った。」と回答してい

ることを踏まえると、同社では脱退手当金の代理請求を行っており、申立人の脱退手当金につ

いても、同社が代理請求をした可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人については、申立期間③に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

Ａ社を退職後の昭和37年２月12日に、申立期間③に係る厚生年金保険被保険者記号番号を申

立期間①に係る厚生年金保険被保険者記号番号に統合する手続がとられていることが確認でき

るところ、申立人に対する申立期間の脱退手当金が同年５月８日に支給決定されていることを

踏まえると、当該脱退手当金の請求に併せて当該記号番号の統合が行われたと考えるのが自然

である。 

さらに、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、不自然さはうかがえ

ない上、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほかに、

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る脱退手

当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20415 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年８月14日から48年11月11日まで 

    60 歳になって年金を受給するときに、申立期間について脱退手当金が支給されて

いることを知った。しかし、私は、会社から脱退手当金についての説明を受けた記憶

は無く、脱退手当金の請求手続をしたことや受け取った記憶も無い。今回、日本年金

機構からハガキをもらったので、長年の疑問を解消するために申立てをした。よく調

べて脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている

女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和48年11月11日の前後

各１年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を満たす15名について、

脱退手当金の支給記録を確認したところ、８名に支給記録が確認でき、そのうち７名は

厚生年金保険被保険者資格喪失日から４か月以内に支給決定がなされている上、当該支

給決定の記録がある者のうち２名は、「会社から脱退手当金についての説明を受け、担

当者が脱退手当金の請求手続をしてくれた。」と回答していることを踏まえると、同社

では脱退手当金の代理請求手続を行っており、申立人の脱退手当金についても、同社が

代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、上記被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されたことを意味する

「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和48年12

月18日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自

然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20416 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和42年11月１日から48年３月１日まで 

             ② 昭和48年７月１日から49年３月１日まで 

年金事務所で年金の記録を確認したところ、申立期間について、脱退手当金を受給

していることを知った。しかし、申立期間①及び②で勤務したそれぞれの会社では、

退職時に脱退手当金についての説明は無く、自分で脱退手当金の請求手続をした記憶

も、脱退手当金を受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者記号番号払出簿におい

て、申立期間②に勤務したＡ社を退職後の昭和 49 年４月８日に、申立期間②に係る厚

生年金保険被保険者記号番号を申立期間①に係る厚生年金保険被保険者記号番号に統

合する手続がとられていることが確認できるところ、申立人に対する申立期間の脱退

手当金が同年５月 24 日に支給決定されていることを踏まえると、当該脱退手当金の請

求に併せて当該記号番号の統合が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人が申立期間①に勤務したＢ社及び申立期間②に勤務したＡ社に係る事

業所別被保険者名簿の申立人の欄には、それぞれ脱退手当金が支給されていることを

意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間①及び②に係る脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約３か月後の昭和 49 年５月 24 日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金

の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いとい

うほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20417 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年３月１日から37年８月１日まで 

② 昭和39年４月25日から41年４月１日まで 

③ 昭和41年７月１日から43年４月１日まで 

平成５年の年金受給手続のときに社会保険事務所（当時）で申立期間について脱退

手当金が支給されていることを知り、納得できなかったが、そのままにしていた。22

年秋に、日本年金機構から脱退手当金に関わる厚生年金記録のお知らせ（はがき）が

来て、申立期間について脱退手当金が支給されていることを再認識した。申立期間①

の前に勤務したＡ社を退職したときに脱退手当金を受給したことは記憶にあるが、申

立期間については、脱退手当金の請求手続をしたことや脱退手当金を受け取った記憶

も無いので、よく調べて申立期間に係る脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間③において勤務したＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申

立人の欄には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されてい

る上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間③に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 43 年７月５日に支給決定され

ているなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、申立期間①の前に勤務したＡ社に係る厚生年金保険被保険者期間に

ついては、脱退手当金を受給していることを認めており、申立期間に係る脱退手当金を

受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から脱退手当金について聴取しても、

受給した記憶が無いというほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20418 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年２月24日から45年３月１日まで 

年金事務所で年金記録を確認したところ、申立期間について、脱退手当金の支給記

録があることを知った。しかし、会社から脱退手当金についての説明を受けた記憶は

無く、請求手続をしたことや脱退手当金を受け取った記憶は無いので、脱退手当金の

支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に対する申立期間に係る脱退手当金の支給については、年金事務所に、その根

拠となる「脱退手当金裁定請求書」、「厚生年金保険脱退手当金裁定伺」等が保存され

ており、これらの書類から確認できる申立人に係る被保険者期間、支給額及び支給決定

日は、オンライン記録と一致している。 

また、当該裁定請求書には、申立人の署名及び押印が確認でき、申立人の脱退手当金

支給決定当時の住所が記載されている上、ゴム印により「通算年金制度について承知の

うえ脱退手当金を請求します。」との一文が記載され、その署名欄には申立人の署名及

び押印がなされていることから判断すると、申立人の意思に基づき当該脱退手当金が請

求されたものと考えられる。 

さらに、当該裁定伺には、脱退手当金の支給が送金により行われたことが確認できる

上、送金先として申立人が当時居住していた地域の郵便局名が記載されていることから、

当該郵便局を経由して脱退手当金が申立人に支払われたものと推認できる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20419 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年５月から37年まで 

    Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には正社員として昭和

32 年５月に入社し、家事手伝いとして 37 年まで勤務していたので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に正社員として入社し、家事手伝いの業務に従事

していた旨主張している。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は既に適用事業所でなくな

っている上、事業主は連絡先が不明であるため同社に係る申立人の勤務実態及び厚生年

金保険料の給与からの控除等について確認することができない。 

また、申立人が記憶していた上司及び同僚４人のうち、３人は死亡又は連絡先不明の

ため、残りの一人に照会したところ、Ａ社は事務所と社長の自宅が同じ敷地内にあり、

申立人は社長宅の家事手伝いの仕事をしていたことから会社の仕事には従事しておらず、

同社の従業員ではないと思う旨回答している。 

さらに、上記被保険者名簿から申立期間当時、厚生年金保険に加入していることが確

認できる複数の従業員に照会したところ４人から回答があり、そのうちの二人は当時の

ことは全く覚えていなかったが、残りの二人は、上記回答があった同僚と同様に、申立

人はＡ社の従業員ではなく、家事手伝いとして同社社長宅に直接雇用されていたと思う

旨供述している上、申立人が同期で入社をして同じ職種であったと主張している同僚の

氏名も上記被保険者名簿において確認できない。 

加えて、オンライン記録において、申立人は、昭和 36年 12月２日からは他社での厚

生年金保険の加入記録があることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20420 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年12月１日から８年４月８日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、それ以前

の標準報酬月額より低い額で記録されていることが判明した。同社の経理については

親会社の会長の指示により決定されていたため、申立期間当時、代表取締役ではあっ

たが社会保険事務についての権限は無く、減額訂正の届出についても全く知らなかっ

たので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、平成７

年８月９日付けの６年 12 月の随時改定において従前の標準報酬月額 59 万円を 50 万円

に減額改定する処理が行われているところ、当該処理日は、オンライン記録（事業所記

録照会回答票）における７年の算定完了年月日と同日であることが確認できる。このこ

とから平成７年の定時決定の届出と同時に６年 12 月の随時改定が届出された上で、当

該随時改定処理が行われていると考えられることから、社会保険事務所（当時）の処理

に不自然な点は見当たらない。 

さらに、Ａ社は、平成８年４月８日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

同年５月＊日にはＢ地方裁判所の破産宣告を受けていることから、申立期間当時におけ

る保険料控除を確認できる資料は無く、申立人自身も当該資料等を所持していないため、

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除を確認することができな

い。 

なお、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人が申立期間当時、代表取締役であっ

たことが確認できるものの、申立人は、減額改定の届出について全く知らなかったと主

張している。また、同社の複数の元役員は、同社の経営に関し、親会社の会長の意向が

強く働いていた旨供述しているが、当該会長は既に死亡していることから、同人又は申

立人のいずれが社会保険事務に権限を有していたか確認することができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく事業主による厚生年金保険料の控



除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20421 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年から33年まで 

昭和 31 年から 33 年にかけて、Ａ社で約 18 か月間勤務したのに厚生年金保険の加

入記録が無い。同社では、夜の 10 時から朝の８時まで小揚の仕事をしていたのは確

かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶していた同業者の供述から、勤務時期は特定できないものの、申立人が

Ｂ市場において小揚の仕事に従事していたことはうかがえる。 

しかし、申立人は、Ａ社での上司及び同僚等の氏名を記憶していないため、これらの

者から、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

また、申立人が勤務していたとするＡ社は、申立期間当時の社会保険台帳及び労働者

名簿に申立人の記載が無いことから、同社における勤務を確認できず、また、申立内容

から判断すると、申立人が勤務していたのは、同社の子会社のＣ社と思われる旨回答し

ている。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間当時に被保険者であり、連

絡の取れる複数の従業員に、申立人の申立期間における勤務状況等について照会したと

ころ、11 人から回答があったが、申立人を記憶している者はいない上、そのうちの二

人は、申立内容から判断すると申立人が勤務していたのは、Ａ社ではなく、同社の子会

社のＣ社と思われる旨供述している。 

そこで、上記のＡ社からの回答及び複数の従業員の供述に基づいてＣ社に照会したと

ころ、同社は、申立期間当時の社会保険台帳に申立人の記録が無いため、申立人が同社

に勤務していたことは確認できない旨供述している。また、Ｃ社に係る事業所別被保険

者名簿から、申立期間に被保険者記録が確認できる従業員 10 人に照会したところ、二

人から回答があったが、両名とも申立人を記憶しておらず、これらの者から、申立人の

同社における勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 



加えて、申立人が申立期間当時、Ｂ市場でＤ社に勤めていたとする上記の同業者は、

「私は、申立期間当時はＢ市場で仲買をしており、Ｄ社に入社したのは昭和 36 年８月

頃である。」と供述していることから、Ａ社及びＣ社に係る事業所別被保険者名簿によ

り、昭和 36 年頃の被保険者記録についても調査を行ったが、申立人の記録を確認する

ことができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20422 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①昭和44年７月13日から45年６月１日まで 

             ②昭和46年10月10日から47年７月１日まで 

             ③昭和55年６月１日から平成２年２月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及び②並びにＢ社に勤務した申立期間③の厚生年金保険

の加入記録が無い。 

Ａ社に勤務したのは、申立期間①又は申立期間②のどちらかの期間のうち、６か月

から７か月くらいの期間である。また、Ｂ社に勤務したのは、申立期間③のうち、３

か月くらいだったと記憶している。両社において勤務していたことは確かなので、申

立期間①、②及び③のうち、実際に勤務していた期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について、当時、Ａ社に勤務していた従業員一人の回答から、勤

務期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人が記憶していた上司の名前は、Ａ社に係る事業所別被保険者

名簿において確認できず、事業主も、自身はもとより複数の当時の部下の中にも申立

人を記憶している者はいなかったとした上で、当時の資料等は既に廃棄したため申立

人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除については不明である旨供述しており、従業

員照会によってもこれらを確認できる供述を得ることができない。 

また、当該期間当時のＡ社における社会保険の取扱いについて事業主は、当時は、

従業員の成績に応じ入社後から本採用までに１か月から６か月の試用期間を設けてお

り、試用期間中は厚生年金保険に加入させていなかった旨供述しているところ、従業

員照会で、自身の入社日を回答した５人のうち二人については、入社したとする日か

ら厚生年金保険の資格取得日まで１か月ないし３か月の期間があり、このうちの一人

は、当時、同社には、試用期間があったと思う旨回答している。 



このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間③については、申立人は、Ｂ社に営業担当として勤務していたと申し立て

ている。 

しかしながら、Ｂ社は、当時の従業員に関する資料を保管しておらず、申立人の勤

務実態及び給与からの厚生年金保険料の控除については不明である旨回答している。 

また、申立人は、Ｂ社の上司及び同僚を記憶していないことから、申立人の勤務実

態等について確認することができない。 

そこで、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿から、当該期間当時に厚生年金保険に加

入していたことが確認できる 20 人の従業員に照会したところ７人から回答があった

が、申立人のことを記憶している者はおらず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料

の控除等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20426 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年２月８日から63年９月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における雇用保険の記録、同社元従業員の供述及びＢ法人で管理している申

立人の運転者証の交付記録によると、申立人が申立期間に同社に勤務していたことは確認で

きる。 

しかしながら、Ａ社の複数の元従業員は、「同社では、入社から一定期間、厚生年金保険

に加入させない取扱いがあった。」旨供述しており、元営業所長は、「厚生年金保険に加入

させる時期は、事業主や専務の判断によって決められていたと思う。」旨供述している。 

また、上記複数の元従業員が記憶しているＡ社に入社した時期からみると、同社における

厚生年金保険被保険者の資格取得日までの期間が、最長で２年５か月になっていることが認

められる。 

さらに、Ａ社の元従業員から提出された給与明細書によると、同社において厚生年金保険

に未加入となっている期間は、厚生年金保険料を控除されていなかったことが確認できる。 

加えて、Ａ社は、「当時の資料が無いので分からない。」旨回答している上、同社の当時

の事業主は既に死亡しており、申立人の厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金

保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20427 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和31年頃の３か月 

             ② 昭和32年頃の３か月 

             ③ 昭和33年頃の３か月 

Ａ事業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同事業所では昭和

31 年頃から 33 年頃の各年の３か月間、木工（土工）として勤務したので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、各申立期間に木工又は土工として勤務したと記憶しているが、Ａ事業所の

正式な事業所名称及び本社所在地等について「不明。」と回答しているため、事業所を

特定できず、申立人の当時の勤務実態や厚生年金保険の加入状況について確認すること

ができない。 

そこで、申立人が記憶するＡ事業所と社名が類似し、オンライン記録から、申立期間

当時に厚生年金保険の適用事業所であることが確認できるＢ社に照会したところ、「申

立人の当社での在籍は不明である。申立期間当時の季節労働者であったとすれば、会社

直接雇用の日給制あるいは時給制の労働者である。この場合、失業保険及び健康保険は

日雇の制度で加入できたが、厚生年金保険には加入できなかった。」旨回答している。 

また、申立人は、「主に夏季３か月ごとの期間であり、木工及び土工であった。」旨

供述しているところ、厚生年金保険法第 12 条では、季節的業務に４か月を超えない期

間使用される予定の人（船舶所有者に使用される船員を除く。）は被保険者にならない

旨定めている。 

さらに、オンライン記録において、申立人が記憶するＡ事業所のＣ店及びＤ店の店名

の地域が所在する県において厚生年金保険の適用事業所であることが確認でき、社名が

類似するＥ社の厚生年金保険の新規適用日は、申立期間より後の昭和 43 年８月１日で

ある。 

加えて、申立人が記憶する同僚については、所在不明であることから、申立人の勤務



実態や事業所の厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20429 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年７月31日から13年７月21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に平

成 13年７月 20日まで勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことは、雇用保険の記録により確認で

きる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社の元事業主二人のうち一人、申立人、

同僚二人及び従業員一人の計５人は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平

成７年７月 31 日に資格喪失（処理日は平成７年８月９日）と記録されていることが確

認できるところ、上記のうち３人（元事業主、同僚一人及び従業員一人）は、同年７月

から国民年金に加入し、その保険料を納付していることが確認できる。 

また、申立人は、Ｂ区において、平成７年７月 31 日から国民健康保険に加入してお

り、現在まで加入中であることが確認できる。 

一方、Ａ社の元事業主二人に連絡が取れないことから、申立期間当時のＡ社での厚生

年金保険の取扱いについて確認できない。 

また、上記の同僚二人及び従業員一人の計３人に、申立期間当時の給与明細書の保有

状況等について照会したところ、いずれからも回答が得られず、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20430 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和22年４月１日から同年８月１日まで 

② 昭和23年９月１日から24年10月１日まで 

③ 昭和25年７月１日から26年10月１日まで 

④ 昭和30年２月25日から32年３月26日まで 

Ａ社、Ｂ社及びＣ社（現在は、Ｄ社）に勤務した申立期間①、②、③及び④の厚生

年金保険の加入記録が無い。履歴書では、各申立期間に勤務していたことが記載され

ているので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

昭和 22 年８月１日に資格を取得し、25 年１月７日に資格を喪失していることが確認で

きる従業員が、「自分は、昭和 22 年４月から勤務していた。申立人は自分と同時期に

入社し、自分が退職したときにはまだ勤務していたと思う。」旨供述していることから、

申立人が申立期間①及び②において同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、商業登記簿は

管轄法務局に保管されていないことから、申立期間①及び②当時の代表取締役の氏名が

確認できず、申立人の勤務状況、保険料控除等について確認することができない。 

また、上記被保険者名簿により、申立期間①及び②の全てにおいて厚生年金保険に加

入していることが確認できる従業員 53 人のうち、連絡先の判明した二人に照会したと

ころ、二人とも申立人と同日の昭和 22 年８月１日に被保険者資格を取得していること

が確認でき、自身の入社日について、一人は同年４月、他の一人は 21 年４月と回答し

ていることから、Ａ社においては、理由は不明ではあるが、必ずしも入社と同時に厚生

年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

さらに、上記の従業員二人は、いずれも申立人が技術職であったと回答しているもの



の、そのうち一人は、「自分は本社で勤務していたが、申立人がずっと本社勤務であっ

たかどうかまでは分からない。」旨供述していることから、申立人の当該期間における

勤務形態の同質性及び継続性について確認できない。 

加えて、上記の従業員二人のうち、他の一人は、「自分は昭和 24年４月から 25年５

月までＡ社Ｅ支店にて勤務していた。」旨回答しているが、当該期間の厚生年金保険の

記録は確認できない。 

一方、厚生年金保険被保険者手帳記号番号払出簿によると、申立人の資格取得日は、

昭和 22 年８月１日と記載されており、上記被保険者名簿における申立人の資格取得日

と一致していることが確認できる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳には、昭和 22 年８月１日資格取得、23 年９月１日

資格喪失、24年 10月１日資格取得、25年７月１日資格喪失と記載されており、上記被

保険者名簿における申立人の資格取得日及び資格喪失日の記録と一致していることが確

認できる。 

申立期間③について、オンライン記録等においてＢ社が厚生年金保険の適用事業所と

なった記録が確認できない上、所在地を管轄する法務局に商業登記の記録が無く、事業

所及び当時の代表者を特定することができない。 

また、申立人の子はＢ社の代表者及び従業員の氏名等を記憶しているが、いずれも連

絡先を確認することができず、これらの者から、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の

取扱いについて確認することができない。 

申立期間④について、Ｄ社は、「申立期間④当時の資料が保管されていないため、申

立人の勤務状況、保険料控除等について確認できない。」旨回答している。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該期間の全てにおい

て厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員 12 人のうち、連絡先の判明し

た二人に照会し、回答があった二人のうちの一人は申立人を記憶しておらず、他の一人

は昭和 32 年２月１日に資格を取得していることが確認できるところ、「自分は昭和 32

年の冬に入社し、35 年の夏まで勤務していた。申立人は他社から引き抜かれ、自分よ

り少し後に入社したと思う。」旨供述している。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、昭和 26年 10月１日資格取得、30

年２月 25 日資格喪失、32 年３月 26 日資格取得と記載されており、Ｃ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿の記録と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③及び④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①、②、③及び④に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年11月１日から10年７月22日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際の給与

月額に見合う標準報酬月額より低額となっているので、申立期間の標準報酬月額を正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、当時、自身がＡ社の代表者であった旨供述しており、同社に係る商業登記

簿謄本からも申立人が代表取締役であったことが確認できるが、申立期間に係る給与明

細書等を所持しておらず、また、同社で厚生年金保険事務を担当していた申立人の妻は、

「関係資料が残っていないため、当時の申立人の標準報酬月額や、保険料控除額は不明

である。」旨供述していることから、同社において、申立期間当時、申立人の主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が給与から控除されていた事実について確認する

ことはできない。 

また、オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の随時改定の

処理は約１か月から４か月遅れているものの（平成元年 11 月の随時改定の処理日は２

年３月２日、９年７月の随時改定の処理日は同年８月 14 日）、定時決定に係る処理の

遅れは無く、また、遡って標準報酬月額の訂正が行われる等の不自然な処理は見当たら

ない。 

さらに、当時、Ａ社において厚生年金保険の加入記録がある元従業員について、標準

報酬月額の推移を調査したところ、平成元年 11 月の随時改定が記録されている被保険

者は申立人を含め４人であるが、全員が直前の標準報酬月額より減額されていることが

確認でき、申立期間の全期間に継続して加入記録が有る被保険者は申立人以外に二人認

められるが、当該二人の標準報酬月額は、上記の随時改定以降、８回にわたり、下限額

（減額された後の標準報酬月額）で、定時決定が行われていることが確認できる。 

加えて、平成９年７月の随時改定が記録されている者は、被保険者４人のうち申立人

のみであるが、他の３人の標準報酬月額は当時の下限額であることが認められる。 



このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料が給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間に

ついて、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20433 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年６月 25日 

    Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間に係る標準賞与額の記

録が実際に支給された賞与額に見合う標準賞与額と相違している。同社は、年金事務

所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の記録は給付に反映されていない。同社が保管する賃金台帳を提出するので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における平成 20 年６月 25 日の標準賞与額は、オンライン記録による

と、当初、55 万円と記録されていたが、同社は、20 年６月の標準賞与額の決定に誤

りがあるとして、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後に年金

事務所に対し訂正の届出を行い、22 年 12 月 22 日付けで 55万 5,000円に訂正され

ている。しかしながら、申立期間については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は、当該訂正後の標準賞与額（55 万 5,000

円）ではなく、訂正前の標準賞与額（55万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出のあった申立人の申立期間に係る賃金台帳によると、実際

に支給された賞与額（55 万 5,000 円）に見合う標準賞与額（55 万 5,000 円）は、訂正

前のオンライン記録である標準賞与額（55 万円）よりも高額であるが、事業主が源泉

控除していたと認められる保険料控除額（２万 8,399 円）に見合う標準賞与額（50 万

2,000円）は、訂正前のオンライン記録の標準賞与額（55万円）より低額であることか



ら、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料

が控除されたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間に

ついて、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20434 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から９年７月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。同社では、事業主であったが、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在籍し、厚生年金保険の被保険者

であったことがオンライン記録及び同社の商業登記簿謄本により認められる。 

また、オンライン記録において、平成７年４月から９年３月までの期間の標準報酬月

額は、同年４月 10日付けで、50万円から９万 8,000円に遡って減額訂正処理されてい

ることが確認できる。 

一方、申立人は、「当時は経営状態が悪く、厚生年金保険料の滞納もあり、社会保険

事務所（当時）との相談、交渉事は全部、事業主である私自身が対応していた。」旨供

述している上、また、Ａ社の申立期間当時の元従業員は、「申立人は当時、事業所を代

表し、社会保険事務、経理・資金繰りも担当していた。」旨供述している。 

また、申立人は、「当時、社会保険事務所に対して標準報酬月額の減額に係る届出を

行った記憶は無い。」旨主張しているものの、会社の手続及び関与が無いまま、社会保

険事務所が標準報酬月額の遡及減額訂正処理を行うことはできず、会社の行為があった

ことは明らかである。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役として、当該訂正処理の無効を主張することは信義則上許されず、申立

人の申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案20435 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年４月から36年９月まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、当時の代表者及び社会保険担当者は既に死亡している上、２代目代表者の息

子であるＢ社の代表者は、「私は申立期間当時は幼少であり、申立人の在籍は知らない。

当時の関係資料は残っておらず、申立内容については分からない。」旨供述しているこ

とから、同社における申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照会し

たが、いずれも申立人を覚えておらず、「当時、同社は、乗務員等には３か月程度の試用期間

があり、その期間は厚生年金保険に加入していない人がいたが、事務員を含む会社全体の厚生

年金保険の取扱いについては分からない。」旨供述しているなど、申立人が申立期間において

厚生年金保険被保険者として保険料控除されていたことを確認することができなかった。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、健康保険証番号に欠番は

無く、遡及訂正など不自然な点は見当たらない上、申立期間の始期の頃にＡ社で資格取得し

た複数の元従業員の資格取得年月日の記録と、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿及

びオンライン記録のそれぞれの記録は一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控



除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20436  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年６月15日から40年３月１日まで 

申立期間について、平成 19 年８月に社会保険事務所（当時）から届いた書類では

脱退手当金を受給したことになっていた。自分では受給した覚えが無かったが、証明

できないので諦めていた。その後、22 年９月頃「確認ハガキ」がきたので申立てを

した。自分は、脱退手当金を請求したことや、受給した覚えは無いので、脱退手当金

の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 40

年４月２日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間に勤務し

ていたＡ社の事業所別被保険者名簿から、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日で

ある同年３月１日の前後２年以内に資格喪失した女性であって、脱退手当金の受給資格

のある者を抽出し、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給資格のある申立人を

含む 24名中 14名に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち申立人を含む７名は厚

生年金保険被保険者資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされている上、申立人が

資格喪失した月の前月に資格喪失し、申立人と同一日に支給決定されている者が２名い

ること、また、当該申立人と同一日に支給決定の記録がある者の一人が、「事業所が脱

退手当金の請求手続をしてくれていた。」と供述をしていることを踏まえると、同社で

は脱退手当金の代理請求を行っており、申立人の脱退手当金の請求についても、事業主

が代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給された

ことを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額

に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約１か月後の昭和 40 年４月２日に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に

係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年11月１日から44年５月29日まで 

平成４年３月頃、社会保険事務所（当時）に年金の裁定請求に行ったとき、申立期

間について脱退手当金の支給記録があることを初めて知った。当時は体調が良くなか

ったこともあり、あまり強く抗議しなかったが、厚生年金保険を脱退した記憶も、脱

退手当金を受け取った記憶も無いので、申立期間に係る脱退手当金は受け取っていな

いことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたＡ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間の厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約３か月半後の昭和 44年９月 19日に支給決定されているなど、

一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほ

かに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和28年７月１日から29年５月18日まで 

             ② 昭和29年７月１日から30年５月10日まで 

             ③ 昭和30年７月１日から31年５月20日まで 

             ④ 昭和31年７月１日から同年10月１日まで 

             ⑤ 昭和31年11月１日から33年３月20日まで 

平成 20 年２月頃に届いた「ねんきん特別便」を見て、脱退手当金の支給記録が有

ることを初めて知った。しかし、私には、脱退手当金を請求した記憶も、受給した記

憶も無いので、脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 33

年５月 28 日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間⑤にお

いて勤務していたＡ社（現在は、Ｂ社）に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失月である同年３月の前後５年以内に資格喪失し

た女性であって、脱退手当金の受給資格のある者を抽出し、脱退手当金の支給記録を調

査したところ、受給資格のある申立人を含む９人中６人について脱退手当金の支給記録

が確認でき、その全員について厚生年金保険被保険者資格喪失日から４か月以内に支給

決定がなされている上、当該支給決定の記録のある複数の元従業員は、「会社が手続を

してくれたと思う。」と供述していることを踏まえると、同社では脱退手当金の代理請

求を行っており、申立人の脱退手当金の請求についても、同社が代理請求した可能性が

高いものと考えられる。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の備考欄には、脱退手当金

が支給されたことを意味する「33.５ 脱」の記載が有るとともに、申立期間①から④

まで勤務したＣ社に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出票にも「脱 Ｄ県 33.

５.28」の記載が認められる上、申立期間①から⑤までに係る脱退手当金は、その支給



額に計算上の誤りは無く、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月

後の昭和 33年５月 28日に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年２月１日から45年２月１日まで 

平成 22 年９月頃、日本年金機構から届いた確認ハガキを見て、申立期間について

も脱退手当金の支給記録が有ることを初めて知った。申立期間の前に勤務したＡ社等

の被保険者期間については、脱退手当金を確かに受け取ったが、申立期間に勤務した

Ｂ社（現在は、Ｃ社）を退職した後の脱退手当金については、請求した記憶も、受給

した記憶も無いので、支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に対する脱退手当金の支給については、申立人が申立期間に勤務したＢ社に係

る事業所別被保険者名簿における申立人の欄には、脱退手当金が支給されたことを意味

する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約１か月後の昭和 45 年３月６日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

また、申立人は、申立期間より前に勤務したＤ社及びＡ社に係る被保険者期間の合計

９年３か月の期間については、Ａ社の退職後に脱退手当金を受給したとしており、申立

期間に係る脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から申立期

間に係る脱退手当金について聴取しても、受給した記憶が無いというほかに受給してい

ないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年４月１日から38年６月25日まで 

60 歳の年金裁定請求手続の際に、申立期間について、脱退手当金の支給記録があ

ることを初めて知った。平成 22 年に日本年金機構からの照会文書を受け取ったが、

脱退手当金を請求した記憶も、もらった記憶も無いので脱退手当金を受給していない

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、申立期間に勤務したＡ社を退職する直前の昭和 38 年５月に婚姻

して姓が変わっており、また、オンライン記録では、その５か月後の同年 10 月＊日に、

脱退手当金の支給決定がなされていることが確認できるところ、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者台帳記号番号払出簿及びＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

申立人の姓が、当該支給決定当時に変更されていること、また、申立人は、同社の退社

後に厚生年金保険の被保険者となることは無かったことを踏まえると、当該脱退手当金

の請求に伴い、当該姓の変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金

が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退

手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約４か月後の昭和 38年 10月＊日に支給決定されているなど、当該脱退手当金

の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年８月18日から39年10月１日まで 

60 歳になり、年金の裁定請求をしたときに、脱退手当金の支給記録があることを

初めて知った。その後、日本年金機構から確認ハガキが来て支給記録があることを再

認識した。しかし、脱退手当金については、受け取った記憶が無いので、受け取って

いないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 40

年２月 19 日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間に勤務

していたＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票から、申立人の厚生年金保険被保険者資

格喪失日である 39年 10月１日の前後５年以内に資格喪失した女性であって、脱退手当

金の受給資格のある者を抽出し、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給資格の

ある申立人を含む 25名中 23名に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち申立人を

含む 20 名は厚生年金保険被保険者資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされてい

る上、当該支給決定の記録がある者２名は、「退職時に、会社に脱退手当金の請求手続

を依頼した記憶があるので、会社が代理請求してくれたと思う。」と供述していること

を踏まえると、同社では脱退手当金の代理請求を行っており、申立人の脱退手当金の請

求についても、同社が代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約４か月半後に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る

事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和32年９月28日から38年７月22日まで 

平成 21 年に、申立期間について、脱退手当金の支給記録が有ることを知った。不

審に思ったが、その後、22 年９月に日本年金機構から届いた確認はがきで、脱退手

当金の支給記録が有ることを再認識した。しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶

は無いので、受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 38

年９月 19 日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間に勤務

していたＡ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪

失月である同年７月の前後２年以内に資格喪失した女性であって、脱退手当金受給資格

の有る者を抽出し、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給資格の有る申立人を

含む 31 人中 22 人に支給記録が確認でき、そのうち申立人を含む 17 人について６か月

以内に支給決定がなされている上、当該支給決定記録がある者のうち二人は、「会社で

脱退手当金の請求手続をしてくれたと思う。」旨の供述をしていること、また、申立人

と同一月に資格喪失し、同一日に支給決定されている者もいることなどを踏まえると、

同社では脱退手当金の代理請求を行っており、申立人の脱退手当金の請求についても、

同社が代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されて

いることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２か月後に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20446 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年７月１日から59年10月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準

報酬月額が、その前後の期間の標準報酬月額に比べて低いのはおかしい。当時の給与

額と相違しているので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人（故人）の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に給与の減額は無かったにもかかわらず、申立期間の厚生年金保

険の標準報酬月額が、その前後の期間に比べて低いのはおかしいとして申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社から提出された申立期間当時の労働協約書によると、従業員の定

年は満 55 歳であり、申立人に係る職員原簿によると、申立人は、昭和 54 年３月 31 日

に定年退職し、同年４月１日から嘱託従業員として再雇用され、退職前に比べ本給が大

幅に下がっていることが確認できる。 

また、当該職員原簿に記載されている昭和 54 年４月１日の本給額は、Ｂ社から提出

された資料にある申立期間当時の嘱託従業員に係る月手当額と一致していることが確認

できる。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿には、申立人の記録に訂正等の不自然さは

見られない。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案20447 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年６月１日から３年11月30日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実

際の給与支給額に見合う標準報酬月額と相違しているので、申立期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成４年５

月 31 日より後の同年８月５日付けで、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報

酬月額が53万円から８万円に遡って減額訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間及び当該標

準報酬月額の減額訂正処理日において、同社の代表取締役であったことが確認できる上、

申立人は、同社は社会保険料を滞納していたため、自ら当該標準報酬月額の減額訂正に

係る届出を行ったと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自らの標準報酬月

額の減額訂正処理に関与しながら、当該標準報酬月額の減額訂正処理が有効なものでは

ないと主張することは信義則上許されず、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 


